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１ 開  会 

 

 

２ あいさつ 

 

 

３ 委員紹介 

 

 

４ 協  議 

(1) 副会長の選任について 

(2) 各種計画における取組み状況について 

     ・第７次山形県保健医療計画           ≪資料１－１～２≫ 

     ・第３期山形県医療費適正化計画        ≪資料２－１～２≫ 

     ・山形県アルコール健康障害対策推進計画     ≪資料３－１～３≫ 

(3) 地域医療構想について              ≪資料４－１～８≫ 

(4) 第８次山形県保健医療計画等の策定に向けて   ≪資料５－１～６≫ 

 

 

５ そ の 他 

 

 

６ 閉  会 

 

◆Zoom 情報 

URL https://us02web.zoom.us/j/85909114739 

ミーティング ID 85909114739 

パスワード 222290 
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第７次山形県保健医療計画における取組みについて（概要） 

 

１ 趣旨 

  ○ 平成 30 年３月に策定した第７次山形県保健医療計画（H30 年度～R5 年度）

では、毎年度の目標の達成度や事業の実施状況等について、点検・評価を行

うこととしている。 

  ○ このたび、令和４年度の主な取組みをとりまとめたところであり、本協議

会において協議いただき、今後の施策展開や第８次山形県保健医療計画策定

に向けた御意見を頂戴するもの。 

 

２ 令和４年度の主な取組み、評価及び今後の推進方向 

  ⇒ 資料１－２のとおり。 
 

《主なもの》 

 (1)疾病・事業ごとの医療連携体制の整備関係（第２章） 

 （がん） 

  ・ がんの予防対策として、県民一人ひとりの生活習慣の改善を図るた

め、５月の禁煙週間を中心に、受動喫煙防止等に係る普及啓発を実施

するとともに、年間を通して「食」と「運動」両面での取組み（減塩・

ベジアッププロジェクト事業及びウォーキングプロジェクト事業等）

を展開した。 

・ がん検診の事業評価及び精度管理に向け、生活習慣病検診等管理指

導協議会の各がん部会（子宮、肺、消化器、乳がん部会を各１回）及

び生活習慣病検診等従事者講習会（延 19 回）を開催した。 

・ 保険適用の対象にならない重粒子治療の治療費やがん等の治療を行

う小児・ＡＹＡ世代の患者の妊孕性温存療法に係る費用、医療用ウィ

ッグや乳房補正具の購入費等に対する助成を行った。 

・ 山形県がん総合相談支援センターを設置するとともに、各がん診療

連携拠点病院のがん相談支援センターとも協力して様々な相談対応を

実施した（相談受理件数 6,831 件）。 

・ 本県のがん検診受診率は、全国上位にあるものの、目標値には達し

ておらず、引き続き市町村や関係機関と連携しながら取組みを進める。 

資料１－１ 



 

  ・ 都道府県がん診療連携拠点病院を中心として、県内どこでも質の高

いがん医療を受けることができる体制の充実に努めるとともに、切れ

目のない緩和ケアを提供できる体制の充実を図る。 

 

（脳卒中及び心筋梗塞等の心血管疾患） 

  ・ 救急搬送体制を整備し、脳卒中及び心筋梗塞等の心血管疾患による

死亡率を低下するため、救急現場から医療機関へ心電図を伝送する装

置の導入経費を補助した。 

  ・ 循環器病対策普及啓発のための「動画」及び「漫画」を作成した。 

  ・ 市町村や医師会、医療機関等と連携し、循環器病の発症予防に向け

て、生活習慣改善のために自主的に健康づくりに取り組むことができ

る環境の整備を推進する。 

 

（糖尿病） 

  ・ 医師会や糖尿病対策推進会議、保険者協議会等と連携し、山形県糖

尿病及び慢性腎臓病重症化予防事業を実施した。 

 ・ 医療機関と地域との連携体制を構築するため「糖尿病カードシステ

ム」活用に関する研修会を開催した。 

 ・ 人工透析への移行を阻止するため、県では特定健診等のデータを活

用し「人工透析導入ハイリスク者リスト」を作成して、市町村に提供。

提供後は、市町村では、このリストをもとに医療機関と連携し、受診

勧奨等を行っており、取組みの成果も少しずつ見え始めていることか

ら、継続して取り組んでいく。 

 

（精神疾患） 

  ・ 認知症サポート医養成研修受講を支援することにより認知症サポー

ト医７名を養成したほか、県ギャンブル等依存症対策連携会議を開催

するなど、多様な精神疾患に対応するための連携体制の構築を図った。 

・ 依存症対策について、引き続き、医療機関相互の連携を推進し、患

者の状況に合わせて適切な医療を提供できる体制の構築を図ってい

く。 

・ また、第２期自殺対策計画を踏まえ、児童・生徒等に対するＳＯＳ

教育のモデル事業を実施する。 

 



 

（災害時における医療） 

  ・ ＤＭＡＴ新規養成研修等に県内病院の医師等を派遣して養成に努め

るとともに、災害時に体系的な医療提供体制を構築できるよう、県地

域災害医療コーディネーター等を対象とした研修会を開催した。 

・ また、ＤＰＡＴ事務局主催の研修に７名を派遣したほか、精神科病

院の職員を対象に県ＤＰＡＴ研修会を開催し、新たな隊員を養成した。 

  ・ 今後も関係機関に対し各研修・訓練への参加を促し、人材の育成を

行うなど、災害時の医療提供体制の強化を図っていく。 

 

  (2)在宅医療の推進関係（第３章） 

  ・ 在宅医療提供体制を整備するため、在宅医療の担い手育成や多職種

連携を図る研修会の開催をはじめ在宅医療の拡充に取り組む団体に対

する支援を引き続き行った。 

  ・ 地域包括ケアシステムの深化・推進に向けては、介護職員の負担軽

減のため、介護施設等へのＩＣＴや介護ロボットの導入を実施したほ

か、外国人介護人材への集合研修等の実施や外国人を受け入れる介護

施設等の取組みへの支援を行った。 

・ 今後、医療機関における在宅医療の取組みを促すため、在宅医療の

拡充に取り組む団体への支援などを継続するとともに、医療機関にお

ける設備整備への助成や在宅医療への理解を深める取組みを強化して

いく。 

  ・ また、外国人介護人材の定着を図るため、外国人介護人材支援セン

ターの設置に取り組む。 

 

(3)歯科保健関係（第４章） 

  ・ かかりつけ歯科医を持つことや定期歯科健診の受診について普及啓

発を図った。 

  ・ むし歯のない３歳児の割合は着実に増加しており、また、12 歳児の

むし歯本数は減少している。引き続き、生涯を通じた切れ目ない歯科

口腔保健施策を展開していく 

  

 

 

 



 

(4)医療従事者の確保関係（第５章） 

 （医師） 

  ・ 総合的な医師確保対策を行う地域医療支援センターのもと、医師修

学資金の貸与、研修医確保のための各種ガイダンスの実施、ドクター

バンク事業などの医師確保対策を引き続き推進した。 

    人口 10 万対医師数は着実に増加しているものの、依然として全国平

均を下回っていることから、「山形県医師確保計画」に掲げた目標値の

達成に向けて、より実効的な医師確保対策を推進する。 

   

 （薬剤師） 

  ・ 薬剤師不足施設に対する指導を実施したほか、薬科系大学の就職支

援セミナーに積極的に参加した。 

  ・ 令和５年度には病院薬剤師奨学金返還支援事業を創設し、県薬剤師

会、県病院薬剤師会とも連携しながら病院薬剤師の確保に取り組む。 

 

（保健師・助産師・看護職員等） 

  ・ 看護師職員修学資金の貸与を行ったほか、山形県ナースセンターに

よる就業斡旋及び潜在看護師等の掘り起こしを行った。 

・ 看護職員の従事者数は増加傾向にあるが、目標には到達していない。

山形方式･看護師等生涯サポートプログラムにおける各施策の充実・強

化を図り、看護職員確保に向けた取組みを推進していく。 
 



 

第７次山形県保健医療計画における主な取組みについて 
 

目標及び進捗状況 
令和４年度の主な取組み、評価 

及び今後の推進方向 

第２部 各論 

第１章 県民の視点に立った医療提供体制の整備 

第１節 保健医療圏における医療提供体制の整備 

 ■ 医療提供体制の体系的整備 

【医療政策課・がん対策・健康長寿日本一推進課】 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

「かかりつけ医」の普及

率 

75.1％ 

（H28） 

－ － － － 80％ － 

－ － － － 76.0%  

「かかりつけ歯科医」の

普及率 

80.2％ 

（H28） 

－ － － － 80％ － 

－ － － － 
85.2% 

(速報値) 
 

【令和４年度の主な取組み】 

・チラシやホームページ等により「かかりつ

け医」及び「かかりつけ歯科医」の普及に向

けた県民への啓発を実施 

・やまがた健康フェア 2022 で「かかりつけ歯

科医」を持つことや定期的な歯科健診を受け

ることの重要性について啓発 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・「かかりつけ医」の普及に向け、ホームペー

ジ等により県民への啓発を行う。 

・かかりつけ歯科医の普及率は平成 28年度の

時点ですでに目標を達成しており、高水準

の普及率であるが、現状値を維持できるよ

う引き続き様々な広報媒体や機会を捉えた

啓発を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■ 地域医療連携の仕組みづくり 

【医療政策課】 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

地域医療情報ネットワー

クへの登録累計患者数の

合計 

66千人 

（H29.9） 

76 

千人 

86 

千人 

96 

千人 

106 

千人 

116 

千人 

126 

千人 

90 

千人 

108 

千人 

124 

千人 

140 

千人 
  

地域医療情報ネットワー

クを参照した件数（４地

域のネットワークにおけ

るアクセス数の合計） 

1,370 千件 

（H28） 

1,524 

千件 

1,585 

千件 

1,646 

千件 

1,707 

千件 

1,768 

千件 

1,829 

千件 

1,626 

千件 

1,989 

千件 

2,001 

千件 

2,077 

千人 
  

【令和４年度の主な取組み】 

・地域医療構想調整会議や専門部会の開催を通

して、地域医療構想の実現に向けた地域医療

連携の取組を推進 

・地域医療情報ネットワークを中心とした、切

れ目のない医療・介護提供体制の構築を推進 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・令和３年度は、登録累計患者数、アクセス数

とも目標を達成した。 

 ・引き続き、地域医療構想の実現に向けた地域

医療連携の取組を推進していく。 

 

 

 

 

 ■ 地域医療支援病院の整備 

 

【医療政策課】 
 

 

 

 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

地域医療支援病院の数 
５ 

（H29） 

５ ５ ６ ６ ６ ６ 

５ ５ ６ ７ ７  

【令和４年度の主な取組み】 

 ・地域医療支援病院に興味のある病院からの問

い合わせに対し、助言等を実施 

  

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・地域医療支援病院を目指している病院からの

問い合わせに対して、適切に対応した。 

 ・地域医療支援病院を目指す病院の支援及び県

民への地域医療支援病院に関する情報提供を

行うとともに、地域の医療機関との機能分

化・連携を推進していく。 

 

 

 

 

 



 

 

 第２節 地域医療構想の推進 

  

 【医療政策課】 

 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

各病院の改革プラン等に

基づく病床機能の分化・

連携や規模適正化を実施

した数（累計） 

３施設 

（H29） 

７施設 14施設 21施設 28施設 35施設 42施設 

８施設 14施設 18施設 18 施設 19施設  

【令和４年度の主な取組み】 

・二次保健医療圏ごとに設置した地域医療構想

調整会議を開催し、関係者との連携を図りつ

つ、地域医療構想の実現に向けた協議を推進 

・病床の機能分化、連携を推進するため、前年

度から引き続き１施設に対して施設・設備の

整備、１施設に対して地域医療連携推進法人

設立のための経費を支援 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・地域医療構想調整会議において、病床の機能

分化・連携の具体的計画について意見交換し、

地域の関係者の合意を得た。 

・引き続き、地域医療構想調整会議において、

関係者との連携を図りつつ、地域医療構想の

実現に向けた協議を進める。 

・地域医療介護総合確保基金を活用し、病床の

規模や機能の見直し及び診療機能の役割分

担と連携の取組を促進する。 

 

 第３節 患者の視点に立った安心な医療の確保 

 ■県における医療機関情報の提供 

（１）医療機能情報提供制度による医療機関情報の提供 

【医療政策課】 
 
 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

医情ネットへのアクセス

数 

93,960 

（H28） 

93,960 95,000 96,000 97,000 98,000 99,000 

91,743 82,218 ― ―   

【令和４年度の主な取組み】 

・インターネットを活用し県民に医療機関情報

を提供（医療機関は最低年１回情報更新） 

  

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・全国統一システムの稼働が令和５年度に予定

されており、都道府県の枠を超えた医療機関

等の検索が可能になるなど、効率・利便性の

向上が見込まれ、今後移行作業を進めていく。 

 

 （２）保健医療計画における地域の医療機能や連携の状況の明示 

【健康福祉企画課】 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

「第２章第２節 地域に

おける医療連携体制」及

び「第３章 在宅医療の

推進」に記載した医療機

関の更新 

1回 

（H28） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 

１回 １回 １回 １回 １回  

【令和４年度の主な取組み】 

 ・二次保健医療圏ごと、疾病・事業ごとの医療

連携体制を構築する病院の表を更新すると

ともに、県ホームページに掲載 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・引き続き、年１回の更新を行い、最新の情報

を県民に提供していく。 

■ 患者の安心に配慮したサービスの提供 

【医療政策課】 

  

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

医療安全相談窓口への相

談者の満足度 

88.9% 

（H26～28） 

89％ 90％ 
90％ 

以上 

90％ 

以上 

90％ 

以上 

90％ 

以上 

81.2％ 83.1％ 93.3％ 91.1％ 92.0％  

【令和４年度の主な取組み】 

・医療安全相談窓口に寄せられた相談状況に 

ついて、関係機関に対し情報を提供 

・医療法第 25 条第 1 項の規定に基づく、病院・

診療所等に対する立入検査を実施 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・相談終了時における相談者から感謝の言葉や

後日解決した旨の報告をいただくなど、満足

度の高い相談を行った。 

 ・引き続き、医療安全相談窓口を運営し、苦情・

相談に対応するとともに、医療法に基づく立

入検査を実施していく。 

 ■ 医療機関における入退院時の患者等に対する情報の提供 

【医療政策課】 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

地域連携パスに参加して

いる医療機関等の数 

277 

（H28） 

285 290 295 300 305 310 

284 285 286 284 集計中  

退院支援に係る施設基準

を取得している病院数 

28 

（H29.10） 

29 30 31 32 33 34 

27 30 33 33 35  

【令和４年度の主な取組み】 

 ・地域連携パスの普及拡大や多職種連携による

退院支援など、地域における医療連携体制構

築の取組を支援 

  

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・引き続き、地域連携パスの運用改善や多職種

連携による退院支援などの医療連携体制構

築の取組を支援していく。 



 

 第４節 医療安全対策の推進 

 ■ 医療安全相談窓口の役割、医療安全確保対策、院内感染防止対策の徹底 

【医療政策課】 

  

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

医療安全相談窓口への相

談者の満足度 

88.9% 

（H26～28） 

89％ 90％ 
90％ 

以上 

90％ 

以上 

90％ 

以上 

90％ 

以上 

81.2％ 83.1％ 93.3％ 91.1％ 92.0％  

【令和４年度の主な取組み】 

 ・医療安全相談窓口に寄せられた相談状況に

ついて、関係機関に対し情報を提供 

 ・医療法第 25 条第 1 項の規定に基づく、病

院・診療所等に対する立入検査を実施 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・相談終了時における相談者から感謝の言葉

や後日解決した旨の報告をいただくなど、

満足度の高い相談を行った。 

 ・引き続き、医療安全相談窓口を運営し、苦

情・相談に対応するとともに、医療法に基

づく立入検査を実施していく。 

 ■ 患者本位の医薬分業の推進、後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用促進 

【健康福祉企画課】 

 ※令和５年３月１日現在 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

かかりつけ薬剤師を配置

している薬局の割合 

44.2％ 

（H29.8） 

51％ 58％ 65％ 72％ 79％ 85％ 

47.2％ 48.2％ 49.6％ 50.3% 52.2%※  

後発医薬品使用割合（新

指標・数量ベース） 

71.6% 

（H28） 

77% 
80％ 

以上 

80％ 

以上 

80％ 

以上 

80％ 

以上 

80％ 

以上 

79.9％ 82.7％ 85.0% 85.4% ―  

【令和４年度の主な取組み】 

 ・県薬剤師会と連携し、かかりつけ薬剤師制

度の県民への周知 

 ・山形県ジェネリック医薬品安心使用促進協

議会を開催 

 ・後発医薬品の採用に役立てるため、「汎用ジ

ェネリック医薬品リスト」を作成、情報提

供の実施 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・かかりつけ薬剤師の配置については、目標

達成には至らないものの、増加傾向にある。 

 ・県薬剤師会と連携し、かかりつけ薬剤師算

定の届出を推進する。 

 ・後発医薬品使用割合については、増加傾向

にある。 

 ・引き続き、県民に対し後発医薬品の理解を

促進し、周知していくとともに、品質への

不安解消に向けた取組みを行っていく。 

 

 ■ 医薬品等の安全対策、適正使用の推進 

【健康福祉企画課】 
 ※１ 医薬品医療機器等法に係る行政処分の件数÷監視施設数 

 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

薬局・医薬品製造販売業

等における販売体制等の

不適率（※１） 

5.5% 

（H28） 

5.0％ 4.5％ 4.0％ 3.5％ 3.0％ 2.5％ 

8.9％ 6.5％ 6.3% 3.2% ―  

【令和４年度の主な取組み】 

・薬局、医薬品等販売業に対する監視指導を

実施 

・年度当初に重点監視項目を策定し、医薬品

医療機器等法の遵守状況の確認及び不適の

場合、指導を実施 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・偽造医薬品流通防止のための体制及び手順

書整備について不適事例が多かった。 

・不適率は減少傾向にあるが、引き続き、不

適率の高い項目を重点監視項目として設定

し、監視指導を継続して実施する。 

 

 

 ■ 血液確保、血液製剤の適正使用の推進 

【健康福祉企画課】 

  

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

献血者目標人数達成率 
94.3% 

（H28） 

100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

98.4％ 100.3％ 101.0％ 104.4% ―  

【令和４年度の主な取組み】 

・主として高校生を対象に献血セミナーを実

施 

・各種広報媒体を活用し、献血の普及啓発を

実施 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・献血者数が伸びてきており、取り組みに対

する成果が表れ、目標を達成した。 

・引き続き、関係機関と連携し、特に若年層

への普及啓発を強化する。 

 



 

 

 第５節 医療に関する情報化の促進 

 ■ 医療機関における医療情報の電子化の促進と総合的なネットワーク化の推進 

【医療政策課】 

  

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

地域医療情報ネットワー

クへの登録累計患者数の

合計 

66千人 

（H29.9） 

76 

千人 

86 

千人 

96 

千人 

106 

千人 

116 

千人 

126 

千人 

90 

千人 

108 

千人 

124 

千人 

140 

千人 

147 千人 
(R4.9 末) 

 

地域医療情報ネットワー

クを参照した件数（４地

域のネットワークにおけ

るアクセス数の合計） 

1,370 千件 

（H28） 

1,524 

千件 

1,585 

千件 

1,646 

千件 

1,707 

千件 

1,768 

千件 

1,829 

千件 

1,626 

千件 

1,989 

千件 

2,001 

千人 

2,077 

千人 

1,060 

千人 
(R4.9 末) 

 

【令和４年度の主な取組み】 

 ・参加医療機関や利用に同意する患者の増加

を図るための、地域医療情報ネットワーク

協議会の取組を支援 

 ・県境を越えて秋田県内の医療機関と患者情

報を共有する「秋田・山形つばさネット」

の運用を令和２年４月より開始 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・令和３年度は、登録累計患者数、アクセス

数とも目標を達成した。 

 ・引き続き、地域医療構想の実現に向けた地

域医療連携の取組を推進していく。 

 

第２章 疾病・事業ごとの医療連携体制の整備 

 第１節 医療機関相互の機能分担と連携  

  

【健康福祉企画課】 

 
 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

「第２章第２節 地域に

おける医療連携体制」及

び「第３章 在宅医療の

推進」に記載した医療機

関の更新 

1回 

（H28） 

１回 １回 １回 １回 １回 １回 

１回 １回 １回 １回 １回  

【令和４年度の主な取組み】 

 ・二次保健医療圏ごと、疾病・事業ごとの医

療連携体制を構築する病院の表を更新する

とともに、県ホームページに掲載 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・引き続き、年１回の更新を行い、最新の情

報を県民に提供していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第２節 地域における医療連携体制 

 １ がん 

（１）がんの予防、がんの早期発見 

【がん対策・健康長寿日本一推進課】 

 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

成人の喫煙率 
20.2% 

（H28） 

― ― ― ― 12% 12% 

― ― ― ― 
17.2% 

(速報値) 

 

胃がん検診の受診率 
56.1% 

（R1） 

― 59% ― ― 60% 60% 

― 56.1% ― ― ― 
 

肺がん検診の受診率 
62.2% 

（R1） 

― 60% ― ― 60% 60% 

― 62.2% ― ― ― 
 

大腸がん検診の受診率 
56.0% 

（R1） 

― 57% ― ― 60% 60% 

― 56.0% ― ― ― 
 

子宮頸がん検診の受診率 
46.5% 

（R1） 

― 53% ― ― 60% 60% 

― 46.5% ― ― ―  

乳がん検診の受診率 
47.3% 

（R1） 

― 53% ― ― 60% 60% 

― 47.3% ― ― ― 
 

精密検査受診率 

（住民健診） 

79.1～92.6% 

（R1） 

84% 88% 92% 96% 100% 100% 

79.0～ 

92.1% 

79.1～ 

92.6% 

76.3～ 

89.9% 

75.8～ 

91.5% 
― 

 

がん登録集計罹患数に対

する病院等からの届出率 

98.5% 

（H30） 

90% 

以上 

90% 

以上 

90% 

以上 

90% 

以上 

90% 

以上 

90% 

以上 

98.5% 98.2% ― ― ―  

【令和４年度の主な取組み】 

・がんの予防対策として、県民一人ひとりの

生活習慣の改善を図るため、５月の禁煙週

間を中心に、受動喫煙防止等に係る普及啓

発を実施するとともに、年間を通して「食」

と「運動」両面での取組み（減塩・ベジア

ッププロジェクト事業及びウォーキングプ

ロジェクト事業）を展開 

・禁煙に取り組む県民向けに「禁煙治療実施

医療機関」の情報をホームページに掲載す

る等し提供（医療機関数 191 施設［R4.5 月

末現在］） 

・事業者団体と連携して飲食店への個別訪問

等を実施し、「原則屋内禁煙」に取り組む

よう要請 

（飲食店等への禁煙標識交付 1,456 件［R5.3

月末現在］) 

・がん検診受診率向上対策として、10月の「が

ん検診推進強化月間」を中心に、教育庁と

連携して小学校のがん教育を活用し、家庭

における検診受診の呼びかけを行うととも

に、包括連携協定締結企業と連携し、県内

事業所に対しても「がん検診受診」を広く

周知 

・特に、女性のがん検診受診機会の拡大のた

め、市町村や医師会等の協力を得て「女性

の休日検診事業」を実施 

・がん検診の事業評価及び精度管理に向け、

生活習慣病検診等管理指導協議会の各がん

部会（子宮、肺、消化器、乳がん部会を各

１回）及び生活習慣病検診等従事者講習会

（延 19回）を開催 



 

・がん診療連携協議会がん登録部会を通じ、

院内がん登録の精度向上を推進 

・院内がん登録全国集計（2019）のデータか

らがん診療連携拠点病院等の医療の実態を

把握 

・がん登録実務者の資質向上に向けた研修会

を開催 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・成人の喫煙率は、直近値（R4）で 17.2%と、

H2 の調査開始以来最も低くなったが、目標

には達していない。 

・受動喫煙防止対策をさらに推進するため、

引き続き、各種イベント等様々な機会を捉

え、「改正健康増進法」及び「山形県受動喫

煙防止条例」の周知を図っていく。 

・また、職場や家庭における受動喫煙防止に

向け、市町村はじめ関係機関と連携し働き

かけを継続していく。 

・本県のがん検診受診率は、全国上位である

ものの、目標値には達しておらず、引き続

き市町村や関係機関とも連携しながら受診

率向上に向けた取組みを進める。 

・がん登録の届出率は、がん登録の精度の高

さの国際的目安である 90％を超えている

が、更なる登録精度の向上に取り組む。 

 

 （２）がん医療の充実 

【がん対策・健康長寿日本一推進課】 
  

 

 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

緩和ケア研修会修了者数

（累計） 

1,566 人 

（R2） 

1,250 人 1,375 人 1,500 人 1,625人 1,750 人 1,750 人 

1,390 人 1,502 人 1,566 人 1,673人 1,749 人 
 

地域連携パス運用件数

（累計） 

1,753 件 

（R2） 

1,240 件 1,430 件 1,620 件 1,810件 2,000 件 2,000 件 

1,354 件 1,538 件 1,753 件 1,924件 2,079 件  

がんの 75 歳未満年齢調

整死亡率（人口 10万対） 

男女計67.4 

（R1） 

― ― ― ― 67 67 

70.6 67.4 69.9 65.6   

【令和４年度の主な取組み】 

・医療従事者向け緩和ケア研修会を開催（累

計：医師 1,749 人、看護師等 941 人修了） 

・がんの地域連携パス運用拡大・改善に向け、

県がん診療連携協議会地域連携パス部会を

開催。当部会でパスの運用状況と課題を把

握し、改善に向けて協議 

・山形県がん診療連携指定病院が行う在宅療

養や緩和ケア等の連携事業への支援 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・緩和ケアについて切れ目なく提供できる体

制の充実を図る。 

・地域連携パスの運用件数や緩和ケア研修会

修了者の数は増加しており、参加者のさら

なる拡大を図っていく。 

・地域連携パス部会を定期的に開催し、引き

続き、パスの運用改善に向けて協議する。 

・都道府県がん診療連携拠点病院を中核とし

て、県内どこでも質の高いがん医療を受け

ることができる体制の充実に努める。 



 

 （３）がんに関する相談支援と情報提供 

【がん対策・健康長寿日本一推進課】 
  

 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

がん相談窓口における相

談受理件数 

6,743 件 

（R1） 

5,400 件 5,900 件 6,400 件 6,900件 7,400 件 7,400 件 

5,418 件 6,743 件 6,179 件 6,414件 6,831 件 
 

がん罹患を理由に失職す

る勤労者の割合 

25% 

（H23） 

― ― ― ― 25%未満 25%未満 

― ― ― ―   

【令和４年度の主な取組み】 

 ・「山形県がん総合相談支援センター」では、

病院外の相談窓口である点を活かし、様々

な相談対応を実施 

 ・「山形県がん総合相談支援センター」と各が

ん診療連携拠点病院の「がん相談支援セン

ター」とが協力して相談窓口の周知を行っ

たほか、ピアサポーターによるがん患者サ

ロンを開催 

 ・山形労働局と連携し、「がん患者就労・生活

支援関係機関連絡会議」を開催 

・働きながら通院治療が可能とされる重粒子

線治療を希望する県民が治療を受けやすく

なるよう、公的保険の対象とならない治療

を受ける際の費用を助成 

 ・治療と就労の両立や療養生活の向上に向け、

がん患者への医療用ウィッグや乳房補正具

の購入費を助成 

 ・がん等の治療により妊孕性の低下が予想さ

れる小児・ＡＹＡ世代の患者が妊孕性温存

療法を受ける場合の費用を助成 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・がんに関する様々な悩みに、無料で相談で

きる窓口の存在は少しずつ認知度が上がっ

てきているものの、まだ十分とは言えない

ため、今後も医療機関の診療部門と連携し

て周知に取り組んでいく。 

 ・がん治療と仕事の両立のため、山形労働局

など関係機関と情報を共有し、がん患者の

必要とする支援につなげていく。 

 

 ２ 脳卒中  

【がん対策・健康長寿日本一推進課】 
 

 

 

 

 

 

 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

特定健康診査の受診率 
65.2% 

（R1） 

62% 64% 66% 68% 70% 70%以上 

63.9% 65.2％ 64.4% 66.3% ―  

特定保健指導の終了率 
29.2% 

（R1） 

29% 33% 37% 41% 45% 45%以上 

28.9% 29.2％ 28.9% 29.8% ―  

脳梗塞発症後 4.5 時間以

内の来院者数の割合 

30% 

（H27） 

― ― 35% ― ― 40% 

― ― ― ―   

脳梗塞患者に占める

rt-PA 治療患者の割合 

7% 

（H27） 

― ― 9% ― ― 10% 

― ― ― ―   

脳卒中（脳血管疾患）に

よる年齢調整死亡率 

（人口 10万対） 

男性 43.8 

女性 27.4 

（H27） 

― ― ― ― 
41.6 

24.7 

41.6 

24.7 

― ― ― ―   

【令和４年度の主な取組み】 

・「循環器病対策推進計画（令和4年1月策定）」

に基づき、死亡率低下のための各種取組み

を推進（普及啓発「動画」及び「漫画」の

作成等） 

・市町村はじめ医療機関等と連携し、「山形県

糖尿病及び慢性腎臓病重症化予防事業」を

実施 

・特定保健指導従事者の資質向上のための研

修会を開催 

・患者実態の把握に向け、脳卒中・心筋梗塞

発症登録を実施 

 ・理学療法士や作業療法士、言語聴覚士等を

対象に、脳卒中・心筋梗塞発症登録評価研

究事業の分析評価結果に基づく脳血管疾患

の特徴や予防等について学ぶ研修会を開催 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・特定健康診査の受診率と特定保健指導の終

了率は、横ばい傾向。 

・循環器病対策普及啓発「動画」及び「漫画」

を活用し、多様な機会を捉えて、疾病予防

の普及啓発を継続していく。 

・引き続き、市町村や県医師会等と連携し、

循環器病の発症予防に向け、生活習慣改善

のため県民が自主的に健康づくりに取り組

むことのできる環境整備を図る。 



 

 

 ３ 心筋梗塞等の心血管疾患 

【がん対策・健康長寿日本一推進課】 

 

 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

特定健康診査の受診率 
65.2% 

（R1） 

62% 64% 66% 68% 70% 70%以上 

63.9% 65.2% 64.4% 66.3% ―  

特定保健指導の終了率 
29.2% 

（R1） 

29% 33% 37% 41% 45% 45%以上 

28.9% 29.2% 28.9% 29.8% ―  

心筋梗塞患者に占める病

院到着前死亡者の割合 

46.3% 

（H27） 

― ― 43% ― ― 40% 

40.5% 39.1% 37.5% 36.1%   

虚血性心疾患による年齢

調整死亡率（人口 10 万

対） 

男性 34.5 

女性 11.1 

（H27） 

― ― ― ― 
31.8 

13.7 

31.8 

13.7 

― ― ― ―   

【令和４年度の主な取組み】 

・「循環器病対策推進計画（令和4年1月策定）」

に基づき、死亡率低下のための各種取組み

を推進（救急現場から医療機関へ心電図を

伝送する装置の導入経費の補助、普及啓発

「動画」及び「漫画」の作成等） 

・市町村はじめ県医師会や糖尿病対策推進会

議、保険者協議会等と連携し、「山形県糖尿

病及び慢性腎臓病重症化予防事業」を実施 

・特定保健指導従事者の資質向上のための研

修会を実施 

・患者実態の把握に向け、脳卒中・心筋梗塞

発症登録を実施 

 ・作業療法士や理学療法士、言語聴覚士等を

対象に、脳卒中・心筋梗塞発症登録評価研

究事業の分析評価結果に基づく心血管疾患

の特徴や予防等について学ぶ研修会を開催 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・心筋梗塞患者に占める病院到着前死亡者の

割合は改善傾向にある。 
・引き続き、市町村や県医師会等と連携し、

循環器病の発症予防に向け、生活習慣改善

のため県民が自主的に健康づくりに取り組

むことのできる環境整備を図る。 

・循環器病対策普及啓発「動画」及び「漫画」

を活用し、前兆や初期症状の早期発見、医

療機関の早期受診、ＡＥＤの使用を含めた

救命処置の重要性を啓発していく。 

・市町村や消防機関、医療機関等と協力し、

より迅速かつ適切に患者を搬送するため救

急搬送体制の環境整備を図り、心疾患によ

る死亡率の低下を目指す。 

 

 ４ 糖尿病 

【がん対策・健康長寿日本一推進課】 

 

 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

特定健康診査の受診率 
65.2% 

（R1） 

62% 64% 66% 68% 70% 70%以上 

63.9% 65.2% 64.4% 66.3% ―  

特定保健指導の終了率 
29.2% 

（R1） 

29% 33% 37% 41% 45% 45%以上 

28.9% 29.2% 28.9% 29.8% ―  

糖尿病性腎症による年間

新規透析導入患者数 

132 人 

（R1） 

― ― ― ― ― 
90人 

以下 

140 132 114 125   

【令和４年度の主な取組み】 

・人工透析への移行を阻止するため、県では

特定健診等のデータを活用し「人工透析導

入ハイリスク者リスト」を作成して市町村

に提供するとともに、市町村では、このリ

ストをもとに医療機関と連携して受診勧奨

を実施 

・市町村はじめ県医師会や糖尿病対策推進会

議、保険者協議会等と連携し、「山形県糖尿

病及び慢性腎臓病重症化予防事業」を展開 

（糖尿病等対策検討会の開催、「糖尿病カード

システム」活用に関する研修会開催等） 

  

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・「人工透析導入ハイリスクアプローチ事業」

に取り組む市町村が年々増加している。 

・県内各地域における医療機関と連携体制を

構築するとともに、引き続き重症化予防、

人工透析への移行防止のためのハイリスク

者への受診勧奨等に取り組む。 

・「糖尿病及び慢性腎臓病重症化予防プログラ

ム事業」による普及啓発を継続する。 

 



 

 ５ 精神疾患 

■精神保健福祉対策の推進 

【地域福祉推進課・障がい福祉課】 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

県が実施又は支援する精

神疾患に関する研修会の

参加者数 

831 人 

（R1） 

950 人 950 人 1,000 人 1,000人 1,050 人 1,100 人 

929 人 831 人 437 人 354 人 389 人  

こころの健康に関する相

談件数 

1,068 件 

（R2） 

1,100 件 1,000 件 1,100 件 1,200件 1,200 件 1,200 件 

871 件 1,277 件 1,068 件 840 件 1,366 件  

自殺死亡率 

（人口 10万人当たり） 

17.0 

（R2） 

― ― 17.0 ― 16.0 ― 

18.1 18.2 17.0 20.1 
 

 

【令和４年度の主な取組み】 

 ・精神障がいに関する講演会や当事者家族を

対象とした家族教室を開催 

・身近な人の変化に気づき、声をかけ、見守

っていく「心のサポーター」の養成 

・コロナ禍における県民の心のケアのための

ＳＮＳを活用した相談事業の実施 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・県や市町村、関係団体において各種相談業

務に従事する職員の専門的スキルの向上が

図られた。引き続き相談窓口の周知に努め、

相談受付体制の充実を図る。 

・行政や関係機関、民間支援団体等による人

材養成や相談支援を継続して実施するほ

か、新規事業として児童・生徒等に対する

SOS 教育のモデル事業を実施する。 

 ■多様な精神疾患に対応した精神科医療体制の構築 

【高齢者支援課・障がい福祉課】 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

認知症サポート医の養成

数（累計） 

78人 

（R2） 

― ― 93人 ― ― 104 人 

67 人 76 人 78人 84人 91人  

児童思春期精神疾患の専

門診療実施病院 

8機関 

（R2） 

7機関 7機関 7機関 8機関 8機関 8機関 

8機関 8機関 8機関 11機関 10機関  

依存症専門医療機関数 
6機関 

（R2） 

― ― ― 6機関 6機関 6機関 

― 6機関 6機関 6機関 6機関  

精神病床における入院 1

年時点の退院率 

91.7% 

（H29） 

― ― 
90% 

以上 
― ― 

92% 

以上 

92％ ― ― ― ―  

【令和４年度の主な取組み】 

 ・認知症サポート医養成研修受講を支援する

ことにより、認知症サポート医７名を養成 

 ・連携協力体制の構築のため県ギャンブル等

依存症対策連携会議を開催 

 ・精神保健福祉センターを依存症相談拠点と

して、相談対応と回復支援を実施。 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・認知症サポート医については、徐々に増加

しており、引き続き養成に努める。 

 ・関係機関におけるギャンブル等依存症対策

の取組みについて情報の共有が図られた。 

 ・依存症対策について、精神保健福祉センタ

ーが中心となり、引き続き医療機関相互の

連携を推進し、患者状況に合わせて適切な

医療を提供できる体制の構築を図る。 

  

 

  ■地域移行・地域定着支援体制の構築 

【障がい福祉課】 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

地域移行を推進するため

の医療・保健・福祉関係

機関連携会議の設置地域

数 

3地域 

（R2） 

0地域 4地域 4地域 4地域 4地域 4地域 

0地域 0地域 3地域 3地域 4地域  

県が実施又は支援する精

神疾患に関する研修会の

参加者数 

831 人 

（R1） 

950 人 950 人 1,000 人 1,000人 1,050 人 1,100 人 

929 人 831 人 437 人 354 人 389 人  

精神病床に在院 5年以上

の在院患者数 

741 人 

（R2） 

― ― 760 人 ― ― 700 人 

795 人 767 人 741 人 709 人 705 人  

精神病床から退院後１年

以内の地域における平均

生活日数 

304 日 

（H28） 

― ― ― ― ― 316 日 

― ― ― ― ―  

【令和４年度の主な取組み】 

・村山地域、最上地域、置賜地域、庄内地域

において、精神障がい者の地域移行推進の

ための関係機関連携会議を開催 

 ・精神障がい者の相談体制を強化するため、

専門の相談員による出張相談会を実施 

 ・相談支援事業所等の担当者を対象に精神障

がい者の対応に特化した研修会を開催 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・圏域ごとに保健、医療、福祉関係者の協議

の場が設置された。引き続き長期入院者の

退院の促進と地域生活への移行に向けた具

体的な取組みの検討を進めていく。 

・相談支援事業所等の対応力の向上を図るこ

とができた。今後も精神障がい者への対応

技法や支援のあり方に関する研究などを支

援者研修に取り入れていく。 

  ■精神科救急医療体制の充実 

【障がい福祉課】 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

精神疾患患者の救急搬送

時における救急隊現場滞

在時間 

24.9 分 

（R2） 

22分 22分 21分 21分 20分 20分 

25.2 分 19.6 分 24.9 分 23.3 分 23.7分  

【令和４年度の主な取組み】 

・県内の９精神科病院を精神科救急医療施設に

指定し、精神科救急患者の受入体制を整備。 

・山形県精神科救急情報センターにおいて、休

日夜間の精神科救急に関する相談対応を実施。 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・夜間・休日に精神科救急患者の受入れが可

能な体制を整備することができた。 

・引き続き、県内の精神科医療機関の協力を

得ながら、精神科救急患者の受入体制の整

備を進めるとともに、関係者間の意見交換

や事例検討を通して、救急搬送・受入業務

の円滑な運用を図る。 



 

 ６ 小児救急を含む小児医療 

【医療政策課】 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

小児科標榜診療所勤務医

数（小児 10万対） 

48.0 人 

（H30） 

43.8 人 

以上 
― 

43.8 人 

以上 
― 

43.8人 

以上 
― 

48.0 人 ― 48.2 人 ― ―  

小児科標榜病院勤務医数 

（小児 10万対） 

63.0 人 

（H30） 

65.8 人 

以上 
― 

65.8 人 

以上 
― 

65.8人 

以上 
― 

63.0 人 ― 68.2 人 ― ―  

小児救急電話相談回線数 
1回線 

（R2） 

2回線 2回線 2回線 2回線 2回線 2回線 

2回線 2回線 1 回線(※) 1 回線 1回線  

NICU・GCU 長期入院児数

（人口 10万対） 

0.1 人 

（H30） 

0.5 人 

以下 

0.5 人 

以下 

0.5 人 

以下 

0.5 人 

以下 

0.5 人 

以下 

0.5 人 

以下 

0.1 人 0.3 人 0.2 人 ― ―  

災害時小児周産期リエゾ

ン認定者数 

13人 

（R2） 

9人 12人 15人 17人 19人 21人 

0人 0人 13人 18人 23人  

乳児（1 歳未満）死亡率

（出生千対） 

2.6 

（全国:2.0） 

― ― 

全国の過

去3年間

の平均値

以下 

― ― 

全国の過

去 3年間

の平均値

以下 

― 2.3 2.3 1.0 ―  

乳幼児（5 歳未満）死亡

率（乳幼児人口千対） 

0.7 

（全国：0.5） 

― ― 

全国の過

去3年間

の平均値

以下 

― ― 

全国の過

去 3年間

の平均値

以下 

― 0.6 0.6 0.3 ―  

小児（15歳未満）死亡率

（小児人口千対） 

0.3 

（全国：0.2） 

― ― 

全国の過

去3年間

の平均値

以下 

― ― 

全国の過

去 3年間

の平均値

以下 

― 0.2 0.3 0.2 ―  

【令和４年度の主な取組み】 

 ・初期救急医療に従事する小児科医以外の医

師等に対する研修会を開催（北村山地区医

師会、米沢市医師会） 

・県民の不安解消や二次・三次救急医療機関

の負担軽減を図るため、救急電話相談事業

（小児・大人）を実施 

 ・保護者に対し小児救急に関するガイドブッ

クを配布するとともに、講習会を開催 

 ・ＮＩＣＵ長期入院児の退院後の在宅療養支

援のため日中一時受入を実施する医療機関

へ経費を助成 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・初期救急医療に従事する小児科以外の医師

への研修会の実施等により、小児救急医療

体制の充実が図られるとともに、電話相談

の実施やガイドブックの配布により、保護

者の不安解消及び適正受診が促進された。 

 ・小児救急電話相談については、利用実態や

関係者の意見を踏まえ、更なる普及啓発を

行っていく。 

 ・引き続き、ＮＩＣＵ長期入院児の退院後の

在宅療養を支援するため、一時的に受入れ

を行う医療機関の運営を支援していく。 

 

（※）令和元年７月から民間委託によるコール

センターへ移行 

 

 

 

 

 ７ 周産期医療 

【医療政策課】 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

NICU 病床数（人口 10 万

対） 

2.7 床 

（R2） 

2.5 床 

以上 
― 

2.5 床 

以上 
― 

2.5 床 

以上 
― 

2.6 床 

（H29） 
2.7 床 2.7 床 2.7 床 2.7 床  

産科医及び産婦人科医の

数 

91人 

（H30） 

101 人 

以上 
― 

104 人 

以上 
― 

107 人 

以上 
― 

91人 ― 95人 ― ―  

新生児専門医数 
6人 

（R2） 

4人 

以上 

4人 

以上 

5人 

以上 

6人 

以上 

7人 

以上 

8人 

以上 

5人 6人 6人 7人 8人  

母体・新生児県外搬送率 
2.9% 

（R1） 

3.2% 

以下 

3.2% 

以下 

3.2% 

以下 

3.2% 

以下 

3.2% 

以下 

3.2% 

以下 

2.7% 2.9% 2.1% ― ―  

NICU・GCU 長期入院児数

（人口 10万対） 

0.1 人 

（H30） 

0.5 人 

以下 

0.5 人 

以下 

0.5 人 

以下 

0.5 人 

以下 

0.5 人 

以下 

0.5 人 

以下 

0.1 人 0.3 人 0.2 人 ― ―  

災害時小児周産期リエゾ

ン認定者数 

13人 

（R2） 

9人 12人 15人 17人 19人 21人 

0人 0人 13人 18人 23人  

新生児死亡率（出生千対） 
1.4 

（全国:0.9） 

― ― 
全国の過去

3年間の平

均値以下 
― ― 

全国の過去

3年間の平

均値以下 

― 0.9 1.4 0.5 0.9  

周産期死亡率（出生千対） 
4.3 

（全国：3.4） 

― ― 
全国の過去

3年間の平

均値以下 
― ― 

全国の過去

3年間の平

均値以下 

― 3.7 3.5 2.9 3.4  

妊産婦死亡率（出生 10

万対） 

4.1 

（全国：3.3） 

― ― 
全国の過去

3年間の平

均値以下 
― ― 

全国の過去

3年間の平

均値以下 

― 0 0 0 0  

【令和４年度の主な取組み】 

 ・県の周産期医療体制について協議するため、

周産期医療協議会を１回開催 

 ・周産期医療従事者等を対象とした症例検討

会を開催 

 ・総合周産期母子医療センター及び地域周産

期母子医療センターへの運営費を助成 

・ＮＩＣＵ長期入院児の退院後の在宅療養支

援のため日中一時受入を実施する医療機関

へ経費を助成 

・災害発生時における妊産婦や小児に係る医

療提供体制の確保に向けた調整役として災

害時小児周産期リエゾンを新たに委嘱 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・産科セミオープンシステム事業の実施によ

り、病院・診療所の施設間連携が図られた。 

・引き続き、高度周産期医療体制の充実強化、

産科医や小児科医（新生児医療専門医）確

保に向けた取組を継続していく。 

 ・ＮＩＣＵ長期入院児の退院後の在宅療養を

支援するため、一時的に受入れを行う医療

機関の運営を支援していく。 

 ・災害時における周産期医療提供体制の充実

強化に向けて、災害医療コーディネーター

と連携し、災害時小児周産期リエゾンの具

体的な運用について検討・整備を進めてい

く。 



 

 ８ 救急医療 

■救急医療体制の体系的な整備 

【医療政策課・消防救急課】 
 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

二次・三次救急医療機関

を受診する軽症患者数の

割合 

79.8% 

（R1） 

80.0% 79.7% 79.4% 79.1% 78.8% 78.5% 

80.2% 79.8% 76.4% 77.4% ―  

救急医療機関、かかりつ

け医、介護施設等の関係

機関が参加したメディカ

ルコントロール（ＭＣ）

協議会等（県及び各地域）

の開催回数（もしくは地

域数）【ＭＣ協議会数】県

１、地域５（庄内２） 

0回 

（R2） 

0回 
1回 

（県） 

4回 

（県及

び3地

域） 

4回 

（県及

び 3地

域） 

6回 

（県及

び 5地

域） 

6回 

（県及

び 5地

域） 

0回 0回 0回 0回 0回  

【令和４年度の主な取組み】 

 ・県民の不安解消や二次・三次医療機関の負

担軽減を図るため、救急電話相談事業（小

児・大人）を実施 

  

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・引き続き、関係機関と連携した取組みを実

施し、適正受診や応急手当の普及啓発を推

進していく。 

・高齢者救急における救命期後の円滑な療養

の場への移行を推進するため、医療・介護

関係者が参画する地域全体での協議体制の

構築に向け、引き続き検討していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ■病院前救護体制の整備 

【消防救急課】 

 
 

 

 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

救急救命士のうち薬剤投

与認定者の割合 

99.0% 

(R2) 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

99.7% 98.4％ 99.0% 99.7％ 99.7％  

脳卒中病院前救護（PSLS）

コース講習を受講した救

急救命士の延人数 

272 人 

（R1） 

259 人 291 人 323 人 304 人 336 人 368 人 

255 人 272 人 272 人 272 人 299 人  

指導救命士数 
35人 

（R2） 

19人 20人 20人 35人 35人 35人 

25人 33人 35人 36人 38人  

救急要請（入電）から医

療機関収容までの平均所

要時間 

38.8 分 

（R1） 

38.8 分 39.1 分 39.3 分 39.3 分 39.3分 39.3分 

38.8 分 38.8 分 39.3 分 41.3 分   

各年における応急手当普

及員の資格取得者数 

145 人 

（R1） 

185 人 190 人 195 人 150 人 155 人 160 人 

96 人 145 人 66 人 73 人   

一般市民が目撃した心原

性心肺機能停止傷病者に

対し一般市民により除細

動（AED）が実施された割

合 

4.8% 

（R1） 

5.7% 5.7% 5.7% 4.8% 4.8% 4.8% 

5.4% 4.8% 2.7% 4.6%   

一般市民が目撃した心原

性心肺機能停止疾病者の

1か月後の生存率（直近5

か年平均） 

12.7% 

(R1) 

― ― 11.3% ― ― 12.4% 

11.9% 12.7% 12.8% 12.3%   

一般市民が目撃した心原

性心肺機能停止疾病者の

1 か月後の社会復帰率

（直近 5か年平均） 

8.7% 

（R1） 

― ― 7.4% ― ― 8.0% 

7.8% 8.7% 8.9% 8.1%   

【令和４年度の主な取組み】 

 ・（一財）救急振興財団に財政援助を行うこと

で県内の薬剤投与認定救急救命士及び指導

救命士の計画的養成に対する支援を実施 

 ・救急救命士を対象にＰＳＬＳコース講習を

県内２箇所で開催 

 ・消防本部等と連携し、応急手当講習会受講

推進キャンペーンを９月に実施するととも

に、応急手当の普及に取組む事業所及び団

体に応急手当講習受講優良証を交付する等

応急手当普及啓発活動を展開 

 ・通信指令員が通報者に対して行う心肺蘇生

法などの口頭指導の対応強化を図るため、

県ＭＣで作成した教育テキストを活用し、

教育研修会を実施 

 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・救急救命士の養成・継続教育の実施、一般

市民に向けた応急手当の普及啓発活動の展

開により、病院前救護体制の充実強化が図

られた。 

・引き続き、県ＭＣ、消防機関、医療機関と

連携し、さらなる救急業務の高度化を推進

していく。 



 

 ９ 災害時における医療 

■災害時における医療提供体制の整備 

【医療政策課、障がい福祉課】 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

ＤＭＡＴチーム数 
27チーム 

（R2） 

26 ﾁｰﾑ 27 ﾁｰﾑ 28 ﾁｰﾑ 29 ﾁｰﾑ 30 ﾁｰﾑ 31 ﾁｰﾑ 

26 ﾁｰﾑ 27 ﾁｰﾑ 27 ﾁｰﾑ 29 ﾁｰﾑ 29 ﾁｰﾑ  

ＤＰＡＴ隊員登録者数 
94人 

（R2） 

78人 92人 106 人 106 人 106 人 106 人 

72 人 94 人 94 人 94人 124 人  

病院におけるBCP策定率 

病院全体22% 

（うち災害拠点

病院のみ 100%） 

（H30） 

30% 

（100%） 
― 

70% 

（100%） 

80% 

（100%） 

90% 

（100%） 

100% 

（100%） 

22% 

（100%） 
― 

― 

（100%） 

― 

（100%） 

― 

（100%） 
 

災害医療コーディネー

ター数 

30人 

（R2） 

― ― 
現状の 2

倍程度 
― ― 

現状の4

倍程度 

― ― 30人 30人 31人  

災害時小児周産期リエ

ゾン認定数 

13人 

（R2） 

9人 12人 15人 17人 19人 21人 

0人 0人 13 人 18人 23人  

【令和４年度の主な取組み】 

・大規模災害発生時に備え、政府総合防災訓

練等に県内ＤＭＡＴが参加（東北ブロック

参集訓練（青森会場）は豪雨の影響で中止） 

・ＤＭＡＴ新規養成研修に県内病院の医師等

を派遣するとともに、ＤＭＡＴ技能維持研

修に県内ＤＭＡＴの隊員を派遣 

・災害時における医療提供体制構築のため、

県地域災害医療コーディネーター等を対象

とした研修会を開催 

 ・ＤＰＡＴ事務局主催の研修に県立こころの

医療センターの職員６名と、事務担当者１

名を派遣 

 ・精神科病院の職員を対象に県ＤＰＡＴ研修

会を開催 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・ＤＭＡＴ新規養成研修に県内病院の医師等

を派遣し養成に努めるとともに、関係機関

に対し各研修・訓練への参加を促し、災害

時の医療提供体制の強化を図った。 

・ＢＣＰについて、災害拠点病院においては

策定率 100％となっている。今後は、災害

拠点病院以外の病院への働きかけを継続

し、災害時の医療提供体制の強化を図る。 

・県ＤＰＡＴ研修会を開催したことにより新

たな隊員を養成できた。 

・引き続きＤＰＡＴの隊員の養成を行うとと

もに、先遣隊研修等の専門研修への隊員派

遣などにより災害対応力の強化を図る。 

 

 

  ■災害時医薬品等の供給体制の整備 

【健康福祉企画課】 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

市町村からの医薬品等の

供給要請に対する供給率

（災害時医薬品等供給業

務訓練時に確認） 

100% 

（H29） 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

― 100% 100% 100% ―  

【令和４年度の主な取組み】 

・新型コロナウイルス感染症拡大のため、訓

練は実施できなかった。 

  

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・引き続き、災害時の医療提供体制の充実強

化に向けた取組みを実施していく。 

・手順等の適正化を図りながら、災害時医薬

品等の供給訓練を実施する。 

 

 10 へき地の医療 

【医療政策課】 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

へき地医療拠点病院から

の代診医派遣先数 

9か所 

（R2） 

7か所 8か所 9か所 10か所 11か所 12か所 

7か所 7か所 9か所 10か所 11か所  

へき地医療拠点病院の中

で主要３事業の年間実績

が合算で 12 回以上の医

療機関の割合 

100％ 

（R2） 

― ― ― 100％ 100％ 100％ 

   100％ 100％  

へき地医療拠点病院の中

でへき地医療拠点病院の

必須事業の実施回数が年

間１回以上の医療機関の

割合 

100％ 

（R2） 

― ― ― 100％ 100％ 100％ 

   100％ 100％  

【令和４年度の主な取組み】 

 ・地域医療支援機構による医師派遣を実施 

（61 人） 

 ・へき地診療所の運営費（飛島）や設備整備

（金山、大蔵）を支援 

 ・インターネットを利用して県内の病院等に

勤務を希望する医師を登録し、紹介・斡旋

を行う山形県ドクターバンク事業を実施 

 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・自治医科大学卒業医師等の派遣により、へ

き地診療所等の診療体制を確保した。 

 ・引き続き、へき地医療拠点病院等と連携し

て、医師派遣を実施していくなど、へき地

診療を支援する体制の充実に取り組む。 

 

  

 

 



 

 

第３章 在宅医療の推進 

 第１節 在宅医療提供体制の整備 

  

 【医療政策課・がん対策・健康長寿日本一推進課】 

 

 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

訪問診療の実施件数（訪

問診療を受けている患者

数） 

8,893件/月 

（H29） 

― ― 
8,017 

件/月 
― ― 

9,671 

件/月 

― ― ― ― ―  

訪問診療を実施する診療

所・病院数 

234 

（H29） 

― ― ― ― ― 234 

― ― ― ― ―  

在宅診療支援歯科診療所

の数 

98 

（R3） 

― ― ― 98 99 100 

― ― ― 98 
97 

(R5.2) 
 

訪問歯科診療件数 

（月平均） 

893 件/月 

（R2） 

― ― ― 
1,050 

件/月 

1,150 

件/月 

1,250 

件/月 

― ― ― 992 
955 

(R5.1) 
 

【令和４年度の主な取組み】 

 ・在宅医療の担い手育成や多職種連携を図る

研修会の開催をはじめ在宅医療の拡充に取

り組む団体に対する支援 

・地域における退院調整ルールの策定や看取

りの普及啓発など、在宅医療の拡充に向け

た取組みの実施 

・二次保健医療圏単位で在宅医療専門部会・

健康長寿安心やまがた推進本部地域協議会

を開催し、医療・介護関係者及び市町村に

よる協議の実施 

・在宅医療の充実に取り組む医療機関の設備

整備に対する支援 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・在宅医療の担い手育成や多職種連携、住民

の理解促進への取組みが進められた。 

・医療機関における在宅医療の取組みを促す

ため、在宅医療の拡充に取り組む団体への

支援などを継続するとともに、医療機関に

おける設備整備への助成や在宅医療への理

解を深める取組みを強化する。 

 

 

 

 第２節 地域包括ケアシステムの深化・推進 

  

 【高齢者支援課】 

 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

自立支援型地域ケア会議

の開催回数 

363 回 

（R1） 

370 回 385 回 400 回 ― ― 400 回 

371 回 363 回 284 回 327 回 337 回  

介護職員数 
20,861人 

（H30） 

21,167

人 
― 

22,259

人 
― ― 

22,372

人 

20,072

人 

20,849

人 

20,912 

人 

21,073 

人 
  

【令和４年度の主な取組み】 

（地域ケア会議分） 

 ・自立支援型地域ケア会議の普及・定着のた

め、市町村への専門職の派遣調整、助言者

のスキルアップ研修等を実施 

（介護職員数分） 

・県、関係機関等による介護人材を確保に向

けた協議を行う「介護職員サポートプログ

ラム推進会議」の開催。 

・介護事業者の新たな認証制度「やまがた介

護事業者認証評価制度」を構築。 

 ・介護人材の確保のため、介護福祉士を目指

す学生等に対して修学資金を貸付 

 ・定年退職予定者、高齢者・主婦・高校生等

の介護未経験者を対象に介護の入門的研修

を実施し、介護アシスタントを養成 

・介護分野における戦略的広報推進事業（お

仕事体験イベント「キッズタウンやまがた」

における介護ブース出展及び広報事業、介

護職員のプロの技術に焦点を当てた動画作

成）を実施 

・介護職員の負担軽減のため、介護施設等へ

のＩＣＴや介護ロボットの導入を支援 

 ・外国人介護人材への集合研修等の実施や外

国人を受け入れる介護施設等の取組みを支

援 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 （地域ケア会議分） 

 ・市町村、関係団体への支援により、市町村

における定期的な開催につながっているも

のの、新型コロナの影響により、会議を中



 

止する市町村もあった。 

・地域ケア会議の市町村での普及・定着に向

け、引き続き支援事業に取り組む。 

（介護職員数分） 

・今後も介護サービスの量的拡大に伴う介護

職員の不足が見込まれるため、引き続き、

介護職員の確保・定着に向けて取り組む。 

・外国人介護人材の定着を図るため、外国人

介護人材支援センターを設置する。 

・介護の魅力発信事業「やまがたＫＡｉＧＯ 

ＰＲｉＤＥキャンペーン」を推進する。 

第４章 その他の医療機能の整備 

 第１節 臓器移植等の特殊医療対策等の推進 

 １ 臓器・骨髄移植の推進 

【医療政策課】 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

骨髄バンクドナー登録者

数 

7,677 人 

（H28） 

8,250 人 8,500 人 8,750 人 9,000人 9,250 人 9,500 人 

8,068 人 8,271 人 8,236 人 8,214人 ―  

【令和４年度の主な取組み】 

 ・１０月の臓器移植・骨髄バンク普及推進月

間を中心に移植医療に関する啓発活動を実

施（新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、イベント等への参加については、中止・

縮小） 

 ・医療機関における臓器提供体制の整備に向

けた院内研修会等の開催を支援 

 ・献血併行型骨髄ドナー登録会を開催 

 ・骨髄ドナーの負担軽減のため、市町村と連 

携した骨髄提供者への助成事業を実施 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・医療機関からの情報の収集等、相談対応を

適切に行い、医療機関との連携強化を図っ

ているが、臓器提供件数は少数に止まって

いる。 

 ・臓器提供件数の増に向け、引き続き県民の

理解促進を図るとともに、院内体制整備支

援などを通じて医療機関との連携を深めて

 

いく。 

 ・骨髄移植については、市町村と連携し、助

成制度の活用促進を図るとともに、引き続

き事業所へのドナー休暇制度導入等の普及

啓発を行っていく。 

 ２ 難病患者への支援 

【障がい福祉課】 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

難病医療協力医療機関 
137 

（H29） 

140 142 144 146 148 150 

136 135 131 127 139  

【令和４年度の主な取組み】 

 ・国とともに、指定難病患者の医療費の公費

負担を継続。 

 ・在宅重症難病患者の一時入院に対する支援

及び受入先病院の調整を実施。 

 ・山形県難病相談支援センターにおいて、難

病患者及びその家族からの療養や介護等に

関する相談対応や患者交流事業、研修会等

を開催。 

・難病診療連携拠点病院を指定し、当該病院

を中心とした難病医療提供体制を整備。 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・上記の事業を実施し、難病患者の療養生活

環境の整備を図った。 

 ・難病は、多様かつ希少であるため、他者か

らの理解が得にくいほか、療養が長期に渡

ること等により、生活上の不安が大きいこ

とから、難病相談支援センターにおける療

養相談や患者交流事業、研修会等を継続。 

 ・難病医療等連絡協議会を開催し、県の難病

医療提供体制について評価と協議を行って

いく。 



 

 

 第２節 歯科保健医療提供体制の充実 

  ■歯科医療提供体制及び連携体制の充実 

【がん対策・健康長寿日本一推進課】 

 

 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

「かかりつけ歯科医」の

普及率 

80.2% 

（H28） 

― ― ― ― 80% ― 

― ― ― ― 
85.2% 

(速報値) 
 

在宅療養支援歯科診療

所の数 

98か所 

（R3） 

138 か所 141 か所 145か所 98か所 99か所 100 か所 

141 か所 

(H30.9) 

141 か所 

（R2.3） 

97 か所 

（R3.2） 

98 か所 

（R3.8） 

97 か所 

（R5.2） 
 

訪問歯科診療件数（月平

均） 

893件 

（R2） 

850 件 900 件 950 件 1,050 件 1,150 件 1,250 件 

928 件 1,027 件 839 件 992 件 
955 件 

(R5.1) 
 

【令和４年度の主な取組み】 

・かかりつけ歯科医を持ち定期的に歯科健診

を受診することの重要性に関する普及啓発

を実施 

・山形県在宅歯科医療連携室の設置・運営を

支援 

・在宅歯科医師等養成研修会を開催 

・在宅歯科診療を実施に必要な医療機器の初

期設備の整備に係る経費の補助 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・かかりつけ歯科医の普及率は平成 28 年度の

時点ですでに目標を達成しており、今後も

かかりつけ歯科医を持つことや定期的な歯

科健診を受けることの重要性についての啓

発を実施する。 

・在宅療養支援歯科診療所は施設基準の見直

しにより R2年度以降、数が減少している。

また、訪問歯科診療件数も新型コロナウイ

ルス感染症の影響で R2 年度は前年度と比

較し大幅に減少したが、その後は少しずつ

増加に転じている。 

 ・今後も各関係機関と連携して取組みを継続

し、訪問歯科診療を行う歯科医院や歯科医

師を支援する。 

 

 

 

  ■歯と口腔の健康づくりの推進 

【がん対策・健康長寿日本一推進課】 

 

むし歯のない３歳児の割合は『地域保健・健康増進事業報告』より 

R4 年度は公表時期未定 

 

12 歳児の一人平均むし歯本数は『学校保健統計調査』より 

R4 年度は公表時期未定 

 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

むし歯のない３歳児の割

合 

79.8% 

（H27） 

― ― ― ― 90% ― 

85.0% 86.3% 87.9% 89.4%   

12 歳児の一人平均むし

歯本数 

0.7 本 

（H28） 

― ― ― ― 0.5 本 ― 

0.5 本 0.6 本 0.6 本 0.5 本   

8020 運動達成者割合 
48.5% 

（H28） 

― ― ― ― 55% ― 

― ― ― ― 
57.2％ 
(速報値) 

 

過去 1年間に歯科健診を

受けた者の割合 

44.6% 

（H22） 

― ― ― ― 65% ― 

― ― ― ― 
56.3％ 
(速報値) 

 

【令和４年度の主な取組み】 

・「山形県口腔保健支援センター」を中心に歯

科口腔の健康づくり対策を総合的かつ計画

的に実施。 

 ・特別支援学校において「フッ化物塗布」を

実施(16 校)。 

 ・市町村が実施する歯周疾患検診への助成 

  

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・むし歯のない 3 歳児の割合は目標値に近づ

いている。 

 ・12 歳児一人平均むし歯本数は R3 年度時点

で目標値に達している。 

・8020 運動達成者の割合は、目標値に達して

いるが、県歯科医師会などの関係機関と連

携して 8020 達成者表彰事業など、歯科口腔

の健康づくりに継続して取り組む。 

・過去１年間に歯科健診を受けた者の割合は

目標値に達していないが、今後も各関係機

関と連携して、引き続き生涯を通じた切れ

目ない歯科口腔保健施策を展開していく。 

 

 

 

 

 



 

 

 第３節 感染症対策の推進 

  ■結核対策の推進 

【健康福祉企画課】 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

結核罹患率 

（人口 10万対） 

7.2 

（H28） 

7以下 7以下 7以下 7以下 7以下 7以下 

6.0 7.7 6.6 5.7 未確定  

【令和４年度の主な取組み】 

 ・福祉施設や私立学校における結核定期健康

診断に対する支援を実施 

 ・保健所保健師が結核研究所の研修を受講 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・結核患者の早期発見と施設内感染防止の促

進、患者の治療完遂による結核罹患率の低

下を図っていく。 

 ・患者等に指導、助言を行う保健師を結核研

究所の研修に派遣し、知識、技術の習得に

努める。 

 

  ■肝炎対策の推進 

【健康福祉企画課】 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

肝炎治療費助成受給者数

（累計数） 

3,085 人 

（H28） 

3,200 人 3,300 人 3,400 人 3,500人 3,600 人 3,700 人 

3,551 人 3,716 人 3,838 人 3,943人 4,065 人  

【令和４年度の主な取組み】 

 ・保健所及び委託医療機関において無料の肝

炎ウイルス検査を実施 

 ・肝炎ウイルス検査陽性者を対象に初回精密

検査費用の助成を実施 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・肝炎治療費助成受給者数は、着実に増加し

ている。 

 ・無料の肝炎ウイルス検査を継続して実施し、

肝炎患者・感染者の早期発見を促進する。 

 ・肝炎ウイルス検査の陽性者の検査費用及び

治療費を助成することにより、早期治療を

後押しする。 

 

 

  ■新型インフルエンザ等対策の実施 

【健康福祉企画課】 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

新型インフルエンザの発

生に備えた二次保健医療

圏ごとの想定訓練・研修

会等の実施回数 

5回 

（H28） 

5回 5回 5回 5回 5回 5回 

10回 11回 ０回 ０回 ０回  

【令和４年度の主な取組み】 

 ・医療従事者・行政担当者等を対象に本庁及

び各保健所において訓練・研修会を予定し

ていたが、新型コロナウイルスの影響によ

り、開催中止 

 ・新型コロナウイルス感染症の感染拡大を可

能な限り抑制するため、検査体制・医療提

供体制の整備を進めた。 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・新型コロナウイルスの影響も踏まえつつ、

必要に応じ、訓練・研修会を開催する。 

 ・抗インフルエンザウイルス薬の備蓄及び医

療資器材の整備を計画的に進めていく。 

 ・新型コロナウイルス感染拡大に備え、感染

者急増時に対応可能な受入体制の構築や専

門人材の育成・確保の取組みを推進する。 

  ■エイズ対策の実施 

【健康福祉企画課】 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

各保健所における HIV 検

査件数 

523 件 

（H28） 

530 件 540 件 550 件 560 件 570 件 580 件 

513 件 540 件 213 件 182 件 183 件  

【令和４年度の主な取組み】 

 ・保健所における無料匿名の迅速検査を実施。 

 ・ＨＩＶ検査普及週間等における即日検査を

実施 

 ・エイズ治療中核拠点病院従事者を対象とし

た専門機関への研修派遣を実施 

 ・イベント等における啓発資材の配布を実施 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・各保健所において、新型コロナウイルス感

染対策を講じたうえ、可能な範囲でＨＩＶ

検査を実施した。 

 ・ＨＩＶ感染及びエイズに関する正しい知識

の普及啓発を推進していく。 

 ・保健所における相談検査体制の充実による

受検者数の増加を図る。 



 

 第４節 アレルギー疾患対策の推進 

  

 【がん対策・健康長寿日本一推進課】 

 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

アレルギー疾患医療拠点

病院数 

0 

（H29） 

１ １ １ １ １ １ 

１ １ １ １ １  

【令和４年度の主な取組み】 

 ・アレルギー疾患に関する医療従事者向け研

修会を実施 

 ・アレルギー疾患対策について情報を共有し、

検討を加えるため、県アレルギー疾患医療

拠点病院をはじめとした関係機関連絡会議

を開催 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・本県における課題を含む情報共有が図られ

た。 

 ・引き続き人材育成や普及啓発等の対策につ

いて検討を加え、拠点病院や県医師会、医

療機関等の協力を得て、本県のアレルギー

疾患対策を推進していく。 

 第５節 高齢化に伴い増加する疾患対策の推進 

  

 【がん対策・健康長寿日本一推進課・高齢者支援課】 

 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

運動習慣のある高齢者

（65歳以上）の割合 

男性 49.5% 

女性 47.2% 

（H28） 

― ― ― ― 
男性 58% 

女性 48% 
― 

― ― ― ― 

男性 54.8% 

女性 48.7% 

(速報値) 

 

栄養バランスを考えて食

事をとっている高齢者

（65歳以上）の割合 

77.5% 

（H28） 

― ― ― ― 80% ― 

― ― ― ― 
77.5% 

(速報値) 
 

地域活動に参加している

高齢者（65歳以上）の割

合 

40.3% 

（H28） 

― ― ― ― 45% ― 

― ― ― ― 
43.2% 

(速報値) 
 

【令和４年度の主な取組み】 

 ・高齢者が体操・運動などの介護予防活動等

を行う場としての「通いの場」等に係る支

援を実施 

 ・元気な高齢者に地域活動の担い手として活

躍していただくため、生きがいづくりや生

活支援活動を行う人材育成を目的とした研

修を開催 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・介護予防プログラムの普及等を通じ、活動

の活性化を支援していく。 

 ・高齢者の増加を踏まえ、高齢者の生きがい

づくりや生活支援活動の担い手を養成する

研修を引き続き実施していく。 

 

 

第５章 保健医療従事者の確保と資質の向上 

 １ 医師 

 【医療政策課】 

 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

本県の医療施設従事医師

数 

2,463 人 

（H30） 

― ― ― ― ― 2,523 人 

― ― 2,448 人    

【令和４年度の主な取組み】 

 ・医師確保対策の具体的な実施に係る関係者

間の協議・調整のため、地域医療対策協議

会を開催 

 ・医師修学資金を貸与（新規26人、継続   

111人） 

 ・研修医確保のための各種ガイダンスを実施 

 ・ドクターバンク事業を実施 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・人口 10 万対医師数は着実に増加しているも

のの、依然として全国平均を下回っている。 

 ・「山形県医師確保計画」に掲げた目標値の達

成に向けて、より実効的な医師確保対策を

推進する。 

 ２ 歯科医師 

 【医療政策課・がん対策・健康長寿日本一推進課】 

『医師・歯科医師・薬剤師統計』より 

R4 は R5 年 12 月下旬公表予定 

 

 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

本県の人口 10 万対歯科

医師数 

62.7 人 

（H30） 

63人 ― 65人 ― 67人 ― 

62.7 人 ― 63.5 人 ―   

【令和４年度の主な取組み】 

 ・在宅歯科医師等養成研修会や歯科医療安全

管理体制に関する研修会、障がい者歯科保

健研修会を開催 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・本県の歯科医師数は増加傾向にあるものの、

目標には到達していない。 

・ほとんどが歯科診療所勤務であり、地域に

より専門性の高い歯科医師の偏在が見られ

る。 

 ・県歯科医師会と連携し、要介護高齢者や障

がい児（者）など、専門性が高い分野に対

応可能な歯科医師の人材確保と資質向上を

図る。 



 

 ３ 薬剤師 

 【健康福祉企画課】 

 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

本県の人口 10万対薬局、

病院・診療所に従事する

薬剤師数 

160.1 人 

（H30） 

158 人 ― 166 人 ― 174 人 ― 

160.1 ― 167.7 ― ―  

【令和４年度の主な取組み】 

・薬剤師数不足施設に対する指導を継続実施 

・本県出身者多数大学へ本県内への就職働き

掛け 

・薬学系大学の就職支援セミナーに積極的参

加 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・取組の結果、県内の病院、薬局などで従事

する薬剤師は、着実に増加している。 

・引き続き、薬学系大学訪問や就職セミナー

などを活用し、県内の薬局、病院・診療所

への就業の働きかけを行う。 

・病院薬剤師奨学金返還支援事業を創設し、

県薬剤師会、県病院薬剤師会と連携し、特

に病院薬剤師の確保に取り組む。 

 ４ 保健師、助産師、看護師等 

※令和７年度目標値：16,768 人以上  

   

【医療政策課・がん対策・健康長寿日本一推進課】 

 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

看護職員の従事者数（実

人数） 

15,639人 

（R2） 

― ― ― ― ― ― 

― ― ― ―   

【令和４年度の主な取組み】 

・山形方式・看護師等生涯サポートプログラ

ムによる関係機関との連携を強化 

・看護職員修学資金を貸与（新規 80 人、継続

169 人） 

・山形県ナースセンターによる就業斡旋及び

潜在看護師等の掘り起こしを実施 

・県内出身看護学生に対する看護関係情報の

提供 

・「山形県保健師活動指針」及び「山形県保健

師人材育成ガイドライン」に基づき、研修

会等を開催 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・看護職員の従事者数は増加傾向にあるが、

目標には到達していない。  

・山形方式･看護師等生涯サポートプログラム

における各施策の充実・強化を図り、看護職

員確保に向けた取組みを推進する。 

 

 ・「山形県保健師人材育成ガイドライン」に基

づき、自治体の標準的キャリアラダーに沿

った人材育成体制を推進していく。 

 ５ 管理栄養士、栄養士 

 【がん対策・健康長寿日本一推進課】 

 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

特定給食施設の管理栄養

士・栄養士の配置率 

73.4% 

（H28） 

76% 77% 78% 79% 80% ― 

76.3 75.9 77.2 79.3 79.5  

【令和４年度の主な取組み】 

・栄養指導員（保健所の管理栄養士）による

特定給食施設等に対する指導・監督の実施 

  

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・各保健所において、計画的に特定給食施設

等を巡回指導し、各施設における適正な栄

養管理の実施につなげることができた。 

 ・栄養指導員による指導等を継続し、給食施

設における栄養管理の質の向上を図るとと

もに管理栄養士・栄養士の未配置施設で適

切な栄養管理が行われるよう、配置を促し

ていく。 

 ６ 歯科衛生士 

 【医療政策課・がん対策・健康長寿日本一推進課】 

 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

就業歯科衛生士数 
1,133 人 

（H28） 

1,200 人 ― 1,250 人 ― 1,300 人 ― 

1,163 人 ― 1,185 人 ―   

【令和４年度の主な取組み】 

 ・歯科衛生士の復職支援のため研修会を開催 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・就業歯科衛生士数は増加傾向にあるものの目

標値に達成していない。 

・出産や育児等様々な要因で臨床の現場を離れ

た歯科衛生士がスムーズに復職できるよう、

ニーズに合った研修会の開催等により人材確

保に取り組む。 



 

 ７ 理学療法士、作業療法士その他の保健医療従事者 

 【医療政策課】 

 

 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

県内の医療機関における

理学療法士従事者数 

547.2 人 

（H26） 

― ― 715 人 ― ― 755 人 

― ― 659.6 人 ― ―  

県内の医療機関における

作業療法士従事者数 

455.0 人 

（H26） 

― ― 570 人 ― ― 615 人 

― ― 545.7 人 ― ―  

【令和４年度の主な取組み】 

 ・保健医療従事者団体が実施する研修会等へ

の支援を実施 

 ・県立保健医療大学において、県内の理学療

法士、作業療法士を対象とした技術研修会

を実施するとともに、大学院での社会人の

受入を実施 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・患者ニーズの多様化に対応できる質の高い

保健医療従事者の養成を推進し、卒業生の

県内定着を促進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７章 保健・医療・福祉の総合的な取組 

 第１節 健康づくりの推進 

 （１）健康寿命の延伸 

【がん対策・健康長寿日本一推進課】 

  

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

健康寿命の全国順位 

男性全国第7位 

女性全国第 23位 

（H28） 

― ― 

男女と

も第 10

位以内 

― ― ― 

― 
男性24位 

女性23位 
― ― 

 
 

【令和４年度の主な取組み】 
 ・健康寿命の延伸に向け、「食」と「運動」両

面で健康づくりの取組みを展開 
・新たに「ウォーキング・プロジェクト」を

スタートし、県民の「歩く習慣」の定着を
促進（健康長寿日本一ウォーキング大会の
開催［9月24日］、チャレンジ！プラス1000
歩！ウォーキング月間チャレンジの展開［9
月26日～12月18日］、「働き盛り世代の健康
ＵＰサポート補助事業」により企業におけ
る従業員のウォーキングの取組みへの助成
［10事業所］） 

  ・やまがた健康づくり応援企業や県立米沢栄

養大学等と連携し「減塩・ベジアッププロ

ジェクト」を展開し、広く県民に減塩や野

菜摂取を呼びかけるキャンペーンを実施 

 ・「がん対策県民運動」や「糖尿病重症化予防事

業」等を市町村はじめ医師会など関係機関と

連携し展開 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・県民の生活習慣改善意識は向上しつつある

が、県民が主体的に健康づくりに取り組む

ことができる環境の整備に引き続き取り組

んでいく。 



 

 

 （２）望ましい食生活の定着 

【がん対策・健康長寿日本一推進課】 

  

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

40 歳代男性の肥満者

（BMI25 以上）の割合 

38.8% 

（H28） 

― ― ― ― 28.0% ― 

― ― ― ― 
36.4% 

(速報値) 
 

主食・主菜・副菜を組み

合わせた食事が 1日 2回

以上の日がほぼ毎日の者

の割合（20歳以上） 

73.9% 

（H28） 

― ― ― ― 80.0% ― 

― ― ― ― 
75.9% 

(速報値)  

【令和４年度の主な取組み】 

 ・「やまがた健康づくり応援企業」や県立米沢

栄養大学等と連携し「減塩・ベジアッププ

ロジェクト」を展開し、広く県民に減塩や

野菜摂取を呼びかけるキャンペーンを実施 

 ・保健所では、「栄養・食生活」をテーマにし

た出前講座や、県ホームページにおける健

康レシピ掲載等の情報発信により、県民に

「望ましい食生活の定着」を提案 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・今後も、「やまがた健康づくり応援企業」や

県立米沢栄養大学と連携し、「望ましい食生

活の定着」に向け、環境整備を進める。 

 ・「県民健康・栄養調査（R４実施）」結果につ

いては、山形大学や県立米沢栄養大等の関

係機関とともに評価・分析し、今後の県の

施策に活用していく。 

 

 （３）生活習慣病の予防・早期発見・早期治療 

 

【がん対策・健康長寿日本一推進課】 
 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

成人の喫煙率 
20.2% 

（H28） 

― ― ― ― 12% 12% 

― ― ― ― 
17.2% 

(速報値) 
 

特定健康診査の受診率 
65.2% 

（R1） 

62% 64% 66% 68% 70% 70%以上 

63.9% 65.2% 64.4% 66.3% ―  

特定保健指導の終了率 
29.2% 

（R1） 

29% 33% 37% 41% 45% 45%以上 

28.9% 29.2% 28.9% 29.8% ―  

胃がん検診の受診率 
56.1% 

（R1） 

― 59% ― ― 60% 60% 

― 56.1% ― ― ―  

肺がん検診の受診率 
62.2% 

（R1） 

― 60% ― ― 60% 60% 

― 62.2% ― ― ―  

大腸がん検診の受診率 
56.0% 

（R1） 

― 57% ― ― 60% 60% 

― 56.0% ― ― ―  

子宮がん検診の受診率 
46.5% 

（R1） 

― 53% ― ― 60% 60% 

― 46.5% ― ― ―  

乳がん検診の受診率 
47.3% 

（R1） 

― 53% ― ― 60% 60% 

― 47.3% ― ― ―  

精密検査受診率 
79.1～92.6% 

（R1） 

84% 88% 92% 96% 100% 100% 

79.0～ 

92.1% 

79.1～ 

92.6% 

76.3～ 

89.9% 

75.8～

91.5% 
―  

【令和４年度の主な取組み】 

・生活習慣病の予防対策として、県民一人ひ

とりの生活習慣の改善を図るため、５月の

禁煙週間を中心に、受動喫煙防止等に係る

普及啓発を実施するとともに、年間を通し

て「食」と「運動」両面での取組み（減塩

ベジアッププロジェクト事業及びウォーキ

ングプロジェクト事業等）を展開 

・禁煙に取り組む県民向けに「禁煙治療実施

医療機関」の情報をホームページに掲載す

る等し提供（医療機関数 191 施設［R4.5 月

末現在］） 

・事業者団体と連携して飲食店への個別訪問

等を実施し、「原則屋内禁煙」に取り組む

よう要請（飲食店等への禁煙標識交付

1,456 件［R5.3 月末現在］) 

・がん検診受診率向上対策として、10月の「が

ん検診推進強化月間」を中心に、教育庁と

連携し小学校のがん教育を活用し、家庭に

おける検診受診の呼びかけを行うととも

に、包括連携協定締結企業と連携し、県内

事業所に対しても「がん検診受診」を広く

周知 

・特に、女性のがん検診受診機会の拡大のた

め、市町村や医師会等の協力を得て「女性

の休日検診事業」を実施 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・成人の喫煙率は、直近値（R4）で 17.2％と、

H2の調査開始以来最も低くなったが、目標

には達していない。 

 

 



 

  
 

・受動喫煙防止対策をさらに推進するため、

引き続き、各種イベント等様々な機会を捉

え、「改正健康増進法」及び「山形県受動喫

煙防止条例」の周知を図っていく。 

・また、家庭や職場における受動喫煙防止に

向け、市町村はじめ関係機関と連携し働き

かけを継続していく。 

・本県のがん検診受診率は、全国上位である

ものの、目標値には達しておらず、引き続

き市町村や関係機関とも連携しながら受診

率向上に向けた取組みを進める。 

（４）産業保健 

【がん対策・健康長寿日本一推進課】 

 
 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

特定健康診査の受診率 
65.2% 

（R1） 

62% 64% 66% 68% 70% 70%以上 

63.9% 65.2% 64.4% 66.3%   

特定保健指導の終了率 
29.2% 

（R1） 

29% 33% 37% 41% 45% 45%以上 

28.9% 29.2% 28.9% 29.8%   

【令和４年度の主な取組み】 

・事業者団体や医療保険者等と連携して、県

内事業所における「健康経営」の実践を促

進（健康経営特別番組放映、情報提供等） 

・「働き盛り世代の健康ＵＰサポート補助事

業」を新たにスタートし、企業における従

業員のウォーキングの取組みを支援（10事

業所 実施） 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・「健康経営」に取り組む事業所は年々増加傾

向にある。 

・引き続き事業者団体や医療、保険者等と連

携を図り、県内事業所における「健康経営」

の実践に向けて働きかけていく。 

 

（５）児童生徒の健康づくり 

【スポーツ保健課】 
  

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

毎日朝食を摂っているい

る児童生徒の割合 

小学6年 

89.1% 

（H29） 

91.3% 93.4% 95.5% 
95.5% 

以上 

95.5% 

以上 
95.5% 

以上 

86.5% 88.9% ― 87.9% 86.3％  

中学3年 

87.1% 

（H29） 

89.4% 91.6% 93.8% 
93.8% 

以上 

93.8% 

以上 
93.8% 

以上 

84.3% 87.2% ― 85.9% 83.3％  

学校医により「栄養不良」

又は「肥満傾向」で特に

注意を要すると判定され

た者の割合 

2.0% 

（H29） 

2.0% 1.9% 1.9% 1.8% 1.8% 1.7% 

1.9% 2.2% 2.6% 2.5% 2.8%  

【令和４年度の主な取組み】 

 ・学校保健の現況による児童生徒の健康状況

のまとめと各学校への情報提供 

 ・養護教諭研修会において、本県の健康課題

とその対応について説明 

 ・地域関係機関と連携した子どもの健康づく

りを推進（専門医の派遣等） 

 ・栄養教諭等が中心となり家庭と協力し食育

活動を実践するほか、学校給食を活用した

栄養指導能力充実、食育の活動を推進 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・令和４年度の朝食摂取については、学力・

学習状況調査より小中ともに令和元年度よ

り数値が下がる結果となった。今後も学校

を通じて、家庭・地域と連携を深め、食育

を推進していく。 

 ・肥満傾向の児童生徒については引き続き、

各校における保健管理や個別の保健指導の

充実を図るとともに、積極的な成長曲線の

活用を促し、取組みを推進する。 

 ・児童生徒の成長については、今後も肥満傾

向だけでなく、やせ傾向も含め、注視して

いく。 

・学校の教育活動全体を通じて、児童生徒が、

自ら健康な生活を実践することができる力

を育成していく。 

  



 

 

 第２節 高齢者保健医療福祉の推進 

 （１）健全で円滑な介護保険事業の運営 

【高齢者支援課】 

 
 

 

 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

要介護認定の適正化に取

り組む市町村数 

18市町村 

（H29） 

25 

市町村 

30 

市町村 

35 

市町村 

35 

市町村 

35 

市町村 

35 

市町村 

23 

市町村 

27  

市町村 

30  

市町村 

28  

市町村 
  

【令和４年度の主な取組み】 

 ・市町村の認定調査員及び介護認定審査会委

員を対象とした研修会を実施 

  （新規研修 333 人、現任研修 1,252 人） 

・保険者（市町村）に対する技術的助言及び厚

労省による介護認定審査課に対する技術的

助言は、13市町村に実施 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・引き続き、市町村を訪問して行う技術的助

言等において個別の状況を確認するととも

に、取組みを推進・支援していく。 

 ・認定調査員、介護認定審査会委員への新規

研修及び現任研修、主治医研修等の開催を

通じて、今後も要介護認定に携わる人材を

育成していく。 

・厚生労働省の訪問による介護認定審査会に

対する技術的助言の機会を活用しながら、

市町村に対する支援を行っていく。 

 

 （２）介護予防・生活支援・社会参加の推進 

【高齢者支援課】 

 ※ 福祉型小さな拠点事業については、概ね目標を達成し、令和２年度で終了 

 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

福祉型小さな拠点数 
19か所 

（H29.8） 

50 か所 75か所 100 か所 100 か所 100 か所 100か所 

53か所 84か所 92か所 － － － 

生活支援コーディネータ

ー資質向上研修受講者 

37人 

（H29） 

50人 50人 50人 50人 50人 50人 

36人 116 人 206 人 184 人 123 人  

介護アシスタント就労人

数(累計) 

17 人 

（H28） 

60人 80人 100 人 120 人 140 人 160 人 

39 人 53 人 58人 60人 67人  

【令和４年度の主な取組み】 

 ・市町村の生活支援コーディネーターの育

成・支援のため、資質向上研修会や情報交

換会を開催 

 ・定年退職予定者、高齢者・主婦・高校生等

の介護未経験者を対象に研修を実施し、介

護職のアシスタントを養成 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・生活支援コーディネーターの資質向上研修

は目標数を上回った。引き続き研修会や情

報交換会の開催により、スキルアップや好

事例の横展開を図り、活動の活性化を支援

する 

 ・介護アシスタントの就業数は平成 28年度か

らの累計で 67 人と目標を下回った。今後、

研修の時期、内容等について、より適切な

手法について検討し、研修参加者の増加及

び就労人数の増加に繋げていく。 

 （３）高齢者虐待防止対策の充実 

【高齢者支援課】 

  

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

高齢者虐待対応窓口職員

に対する研修の延受講者

数（累計） 

230 人 

（H27～29） 

295 人 365 人 440 人 520 人 605 人 695 人 

295 人 361 人 419 人 490 人 564 人  

【令和４年度の主な取組み】 

・弁護士、司法書士、警察、福祉関係団体等

の関係者で構成される「高齢者・障がい者

虐待防止会議」を１月に開催 

・介護施設職員等を対象とした高齢者虐待防

止研修会を 12 月に開催（計 577 人参加） 

・市町村職員高齢者虐待防止情報交換会を９

月と１月に開催（計 74人参加） 

・高齢者虐待防止パンフレットを作成し、介

護施設、市町村等に配布（20,000 部） 

 ・虐待事案の問題解決に向けた助言・指導を

行うため、弁護士、司法書士、社会福祉士、

精神保健福祉士から構成される専門職チー

ムを市町村に派遣 

 



 

 

 第３節 障がい者保健医療福祉の推進 

 （１）障がい者保健医療福祉対策の推進 

【障がい福祉課】 

  

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

相談支援事業従事者の初

任者研修及び現任者研修

の受講者数 

190 人 

（R2） 

280 人 330 人 330 人 330 人 350 人 350 人 

285 人 288 人 190 人 209 人 229 人  

【令和４年度の主な取組み】 

 ・初任者研修、特別研修及び現任研修を実施 

 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・新型コロナの影響で定員を絞らざるを得な

かったものの、研修の実施により、相談支

援従事者等の人材の育成及び資質の向上が

図られ、障がい者の相談体制が強化された。 

 ・人材の育成及び資質の向上のため、継続し

て研修を実施していく。 

 

 

 （２）二次保健医療圏における障がい者支援施設等の配置 

【障がい福祉課】 
  

 

 

 

 

  

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

グループホーム（共同生

活援助）の利用人数 

1,446 人 

（R2） 

1,371 人 1,459 人 1,547 人 1,510人 1,579 人 1,636 人 

1,379 人 1,392 人 1,446 人 1,509人 1,548 人  

【令和４年度の主な取組み】 

・社会福祉施設整備補助事業により生活介護

事業所の整備を促進 

・県自立支援協議会相談支援推進員会議にお

いて、障がい者の地域移行の推進に向けた

協議を実施。 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・グループホームの創設や改修により、障が

い者が地域で生活する暮らしの場が確保さ

れ、グループホームの利用人数が増加した

ものの、目標は達成できなかった。 

 ・障がい者の地域生活のため、今後見込まれ

るサービスの利用量を踏まえ、市町村と連

携しながら、グループホーム等の創設や改

修を支援していく。 

 

 

 （３）障がい児療育の充実 

 

【障がい福祉課】 

 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

児童発達支援センターの

設置数（累計） 

４市町村 

（H28） 

10 

市町村 

20 

市町村 

全市町村

に1か所

以上設置 

全市町村

に 1か所

以上設置 

全市町村

に 1か所

以上設置 

全市町村

に 1か所

以上設置 

7 

市町村 

7 

市町村 

7 

市町村 

8 

市町村 

8 

市町村 
 

【令和４年度の主な取組み】 

 ・発達障がい児の早期発見・早期支援のため、

各圏域で支援技術向上を図る研修会を開催

するとともに、切れ目ない支援のため、や

まがたサポートファイルの書き方講座を実

施 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・児童発達支援センターの設置数で目標を達

成できなかった。 

 ・地域における中核的な支援機関とし、障害

児通所支援等を実施する事業所との緊密な

連携による重層的な障がい児支援体制を構

築するため、各市町村に対し設置を促す。 

・発達障がい児への早期かつ切れ目のない支

援のため、引き続き支援者の技術向上を図

るとともに、身近な地域で相談・支援がで

きる体制づくりに取り組んでいく。 

 

 （４）障がい者差別解消及び虐待防止対策の推進 

【障がい福祉課】 
  

 

 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

障がい者虐待防止・権利

擁護研修の受講者数 

155 人 

（R1） 

165 人 165 人 165 人 165 人 165 人 165 人 

138 人 155 人 0人 282 人 251 人  

【令和４年度の主な取組み】 

  ・障がい者虐待防止・権利擁護研修を実施 

・障がい者虐待防止に関するパンフレットを

作成し、関係機関等に配布 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・研修開催の周知を図りながら、引き続き研

修や会議等の取組みを継続していく。 

 



 

 

 第４節 母子保健医療福祉の充実 

  

【子ども家庭支援課】 

  

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

子育て世代包括支援セン

ターを設置する市町村数

（母子保健コーディネー

ターを設置する市町村

数） 

11市町村 

（H28） 

27 

市町村 

全 

市町村 

全 

市町村 

全 

市町村 

全 

市町村 

全 

市町村 

28 

市町村 

全 

市町村 

全 

市町村 

全 

市町村 

全 

市町村 
 

【令和４年度の主な取組み】 

 ・市町村において妊産婦や子育て家庭等を対

象に相談支援を行う拠点「子育て世代包括

支援センター」に配置される母子保健コー

ディネーターが効果的な支援を実施できる

よう、人材養成研修を行う等、センターの

設置及び運営に係る支援を実施した。 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・令和元年度に「子育て世代包括支援センタ

ー」を全市町村が設置した。母子保健コー

ディネーター養成研修を２回開催し、延べ

75名が受講、支援技術を獲得した。 

・母子保健コーディネーターの支援技術のス

キルアップのための研修等を実施し、引き

続き、妊娠期から出産、子育て期にわたる

切れ目のない支援体制整備を促進する。 

 

  



 

 

 

第３期山形県医療費適正化計画における取組みについて（概要） 

 

１ 趣旨 
 

  ○ 平成 30 年３月に策定した第３期山形県医療費適正化計画では、毎年度の目

標の達成度や事業の実施状況等について、点検・評価を行うこととしている。 
 

〇 医療費適正化計画とは、住民の生活の質の維持及び向上を確保しつつ、今

後医療費が過度に増大しないようにしていくとともに、良質かつ適切な医療

を効率的に提供する体制の確保を図るため、高齢者の医療の確保に関する法

律第９条第１項の規定に基づき策定しているものであり、第３期山形県医療

費適正化計画（計画期間平成 30 年度～令和５年度）では、以下の目標を設定

するとともに、これらの目標達成に向けて県が取り組む施策等を定めている。 

《住民の健康の保持の推進に関する目標》 

①特定健康診査の実施率 

②特定保健指導の実施率 

③メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率（特定保健

指導対象者の減少率） 

④成人の喫煙率 

⑤予防接種広域実施市町村数 

⑥年間新規透析導入患者数 

⑦8020 運動達成者の割合 

⑧運動習慣のある高齢者の割合 

《医療の効率的な提供の推進に関する目標》 

①後発医薬品の使用割合 

②「かかりつけ薬剤師を配置している薬局」の割合 
 

○ このたび、令和４年度の主な取組み等をとりまとめたところであり、本協

議会から当該内容について御意見を頂戴するもの。 

 

２ 令和４年度の主な取組み、評価及び今後の推進方向 
 

  ⇒ 資料２－２のとおり。 

 

資料２－１ 



1 

第３期山形県医療費適正化計画における主な取組みについて 
 

目標及び進捗状況 
令和４年度の主な取組み、評価 

及び今後の推進方向 

１ 住民の健康の保持の推進 

 ① 特定健康診査、特定保健指導関係 

【がん対策・健康長寿日本一推進課】 
 

※資料：厚生労働省調べ（レセプト情報・特定健康診査等データベースをもとに分析） 

 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

特定健康診査の実施率 
60.0％ 

（H27） 

－ － － － － 
70.0% 

以上 

63.9% 65.2% 64.4% 66.3% －  

特定保健指導の実施率 
22.6％ 

（H27） 

－ － － － － 
45.0% 

以上 

28.9% 29.2% 28.9% 29.8% －  

平成 20 年度と比べたメタボリ

ックシンドロームの該当者及

び予備群の減少率（特定保健指

導対象者の減少率） 

20.1％ 

（H27） 

－ － － － － 
25.0% 

以上 

15.0% 16.2% 15.0% 18.9% －  

【令和４年度の主な取組み】 

 ・市町村、職域保健関係機関、医療保険者及

びその他の関係機関により構成する「地域

保健・職域保健連携推進協議会」における

効果的な健康づくり事業の進め方について

の情報交換 

 ・市町村、保健所、保険者等の保健師や管理

栄養士を対象に、特定保健指導従事者研修

会を開催 

・保健所から各企業等へ出向いて行う健康教

室（出前講座）を実施 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・特定健康診査の受診率（R3：66.3％）は全

国第１位、特定保健指導の実施率（R3：

29.8％）は全国第 11位、メタボリックシン

ドロームの該当者及び予備群の減少率

（R3：18.9％）は全国第 10位と、上位の水

準となっている。 

 ・引き続き、特定健康診査や特定保健指導の

実施率の向上に向けた取組みを実施してい

く。 
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目標及び進捗状況 
令和４年度の主な取組み、評価 

及び今後の推進方向 

 ② たばこ対策 

【がん対策・健康長寿日本一推進課】 
 

※資料：山形県「県民健康・栄養調査」（概ね５年に１度調査実施） 

 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

成人の喫煙率 
20.2％ 

（H28） 

－ － － － － 
12.0% 

以下 

－ － － － 
17.2% 
(速報値) 

 

【令和４年度の主な取組み】 

 ・広報媒体や各種イベント開催の機会を活用

し、県民に対する普及啓発を実施 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・令和４年度における成人の喫煙率（速報

値）は 17.2％であり、計画策定時より減

少したものの、目標には届いておらず、

各種イベントや事業者団体等の会合、Ｓ

ＮＳなどを活用して引き続き周知啓発を

実施していく。 

 

 

 ③ 予防接種 

【健康福祉企画課】 
 

 

 

 

 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

予防接種広域実施市町村数 
35市町村 

（H28） 

35市町

村 

35市町

村 

35市町

村 

35市町

村 

35市町

村 

35市町

村 

35市町

村 

35市町

村 

35市町

村 

35市町

村 

35市町

村 
 

【令和４年度の主な取組み】 

 ・ホームページや市町村広報誌による県民へ

の周知 

 ・「予防接種広域実施の手引き」の作成と、全

協力医療機関及び全市町村への配布 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・全市町村において広域実施体制が実現し、

目標を達成した。 

 ・引き続き県医師会及び市町村との連携を密

にし、事業の円滑な実施に努める。 

 ・県民への周知を強化していく。 
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目標及び進捗状況 
令和４年度の主な取組み、評価 

及び今後の推進方向 

 ④ 生活習慣病等の重症化予防の推進 

【がん対策・健康長寿日本一推進課】 
 

※資料：社団法人日本透析医学会 統計調査委員会「わが国の慢性透析療法の現状」 

 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

年間新規透析導入患者数 
120 人 

（H27） 

－ － － － － 
90人 

以下 

140 人 132 人 114 人 125 人 －  

【令和４年度の主な取組み】 

 ・医療機関と地域との連携体制構築事業とし

て、「糖尿病カードシステム」活用に関する

研修会を開催 

 ・糖尿病等対策検討会の開催 

 ・保健所における糖尿病等重症化予防事業活

動報告会の開催（置賜保健所） 

 ・市町村との連携による健診等データを活用

した人工透析導入ハイリスクアプローチ事

業を実施 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・人工透析導入ハイリスクアプローチ事業（受

診勧奨）に取り組む市町村が年々増加して

いる。 

・県内各地域における医療機関と地域との連

携体制構築事業を推進していくとともに、

引き続き重症化予防、人工透析への移行防

止のためのハイリスク者への受診勧奨等に

取り組む。 

 ・糖尿病及び慢性腎臓病重症化予防プログラ

ムの普及を推進する。 
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 ⑤ その他の予防・健康づくりの推進 

【がん対策・健康長寿日本一推進課】 
※資料：山形県「県民健康・栄養調査」（概ね５年に１度調査実施） 

※H28が最新値 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

8020 運動達成者の割合 
48.5％ 

（H28） 

－ － － － － 
50.0% 

以上 

－ － － － 
57.2％ 

(速報値) 
 

運動習慣のある高齢者（65歳以

上）の割合 

男性49.5％ 

女性47.2％ 

（H28） 

－ － － － － 

男性

58.0% 

女性

48.0% 

以上 

－ － － － 

男性

54.8% 

女性

48.7% 

(速報値) 

 

【令和４年度の主な取組み】 

・健康フェア 2022 の歯科ブースや県ホームペ

ージ等で、かかりつけ歯科医を持ち定期的

に歯科健診を受診することの重要性に関す

る普及啓発を実施 

 ・企業における歯科検診の受診を促進するた

めのモデル事業を実施 

 ・県がん対策・健康長寿日本一推進課内に『山

形県口腔保健支援センター』を設置（専任

の非常勤歯科衛生士を配置） 

・同センターを中心に歯科口腔の健康づくり

対策を総合的かつ計画的に実施 

 ・健康づくりにインセンティブを設け健康づ

くり無関心層に働きかけるやまがた健康マ

イレージ事業を市町村と協働で実施 

 ・やまがた健康ガイドにおいて「新・生活様

式」に対応した健康づくりを推奨。 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・8020 運動達成者の割合は年々増加傾向にあ

る。 

・県歯科医師会などと連携して 8020 達成者表

彰事業やかかりつけ歯科医の普及等の歯科

口腔の健康づくり対策に引き続き取り組

む。 

 ・「やまがた健康マイレージ事業」の普及促進

による健康づくりの取組みを推進する。 

・山形健康フェアを活用し、「新・生活様式」

に対応した健康づくりの普及啓発を推進す

る。 
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目標及び進捗状況 
令和４年度の主な取組み、評価 

及び今後の推進方向 

２ 医療の効率的な提供の推進 

 ① 後発医薬品の使用割合 

【健康福祉企画課】 
 

※資料：厚生労働省調べ（レセプト電算処理システムで処理された薬局における調剤レセプトデータより） 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

後発医薬品の使用割合 
71.6％ 

（H28） 

－ 
80.0% 

以上 

80.0% 

以上 

80.0% 

以上 

80.0% 

以上 

80.0% 

以上 

79.9% 82.7% 85.0% 85.4% －  

【令和４年度の主な取組み】 

・山形県ジェネリック医薬品安心使用促進協

議会を開催 

 ・後発医薬品の採用に役立てるため、「汎用ジ

ェネリック医薬品リスト」を作成、情報提

供の実施 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

 ・後発医薬品使用割合については、増加傾向

にある。 

・引き続き、県民に対し後発医薬品の理解を

促進し、周知していくとともに、品質への

不安解消に向けた取組みを行っていく。 

 

 ② 医薬品の適正使用の推進 

【健康福祉企画課】 
 

※資料：厚生労働省調べ（東北厚生局「かかりつけ薬剤師指導料届出薬局」をもとに分析） 

※２ 令和５年３月１日現在 

項 目 
現 状 

（計画策定時） 

目標（上段） 

実績（下段） 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 

「かかりつけ薬剤師を配置し

ている薬局」の割合 

44.2％ 

（H29.8） 

－ － － － － 85.0% 

47.2% 48.2% 49.6% 50.3% 
52.2% 

※2 
 

【令和４年度の主な取組み】 

 ・県薬剤師会と連携し、かかりつけ薬剤師制

度の県民への周知 

 

【取組みの評価及び今後の推進方向】 

・かかりつけ薬剤師の配置については、増加

傾向にある。 

 ・県薬剤師会と連携し、かかりつけ薬剤師算

定の届出を推進する。 

   

 



 

 

 

山形県アルコール健康障害対策推進計画における 

取組みについて（概要） 

 

１ 趣旨 
 

  ○ 本計画は、「アルコール健康障害対策基本法（平成 26 年６月施行）」及び「ア

ルコール健康障害対策推進基本計画（平成 28 年５月策定）」を受け、本県に

おけるアルコール健康障害対策を総合的かつ計画的に推進するため、平成 31

年４月に策定したもの。 

  

 ＜計画概要＞ 

・計画期間 令和元年度から令和５年度までの５年間 

  ・基本方針 「Ⅰ発生の予防」「Ⅱ進行の抑制」「Ⅲ再発の防止」の各段階に応

じて４つの基本方針を設定 

  ・重点課題（各重点課題について数値目標を設定） 

（１）飲酒に伴うリスクに関する知識の普及を徹底し、将来にわたるアルコ

ール健康障害の発生を予防する 

  ① 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合 

  ② 20 歳未満の者の飲酒割合 

  ③ 妊娠中の女性の飲酒割合 

  ④ 節度ある飲酒量の認知割合 

（２）アルコール健康障害に関する予防及び相談から治療、回復支援に至る

切れ目のない支援体制を整備する 

   ① 国の要綱によるアルコール健康障害に関する相談拠点の設置 

   ② アルコール依存症の専門外来を設置する医療機関数 

     ③ 国の要綱によるアルコール依存症に対する適切な医療を提供できる

専門医療機関の選定 

・基本的施策 「Ⅰ発生の予防」「Ⅱ進行の抑制」「Ⅲ再発の防止」「Ⅳ基盤整備」 

 

 

２ 令和４年度の主な取組み、評価及び今後の推進方向 
 

  ⇒ 資料３－２、３－３のとおり 

 

資料３－１ 
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酒
・
薬

物
乱

用
防

止
教

育
の

効
果

的
な

指
導

方
法

等
の

検
討

・
実

施
の

取
組

み
に

対
し

て
支

援
を

行
い

、
薬

物
乱

用
防

止
教

育
等

を
推

進
す

る
。

②
喫

煙
、

飲
酒

、
薬

物
乱

用
防

止
教

育
の

在
り

方
な

ど
を

検
討

す
る

協
議

会
を

7
月

と
1
月

に
実

施
。

　
薬

物
乱

用
防

止
教

育
に

関
わ

る
研

修
会

を
1
1
月

に
開

催
。

②
引

き
続

き
、

関
係

機
関

と
連

携
し

、
学

校
に

お
け

る
喫

煙
・
飲

酒
・
薬

物
乱

用
防

止
に

関
す

る
教

育
の

充
実

を
図

る
た

め
、

教
職

員
等

を
対

象
と

し
た

会
議

や
研

修
会

に
お

い
て

、
心

身
に

及
ぼ

す
影

響
や

相
談

窓
口

等
に

つ
い

て
周

知
し

て
い

く
。

大
学

生
、

短
大

生
に

つ
い

て
、

学
校

と
連

携
し

2
0
歳

未
満

の
者

の
飲

酒
に

伴
う

リ
ス

ク
及

び
2
0
歳

以
上

の
者

に
対

す
る

節
度

あ
る

飲
酒

の
啓

発
等

正
し

い
知

識
の

普
及

啓
発

。

が
ん

対
策

・
健

康
長

寿
日

本
一

推
進

課
（
保

健
所

）
・
出

前
講

座
等

・
保

健
所

が
依

頼
を

受
け

て
大

学
等

に
出

向
き

、
飲

酒
に

関
す

る
正

し
い

知
識

を
含

む
健

康
関

連
の

普
及

啓
発

を
行

う
。

・
2
0
歳

未
満

の
者

の
飲

酒
に

伴
う

リ
ス

ク
及

び
2
0
歳

以
上

の
者

に
対

す
る

節
度

あ
る

飲
酒

の
理

解
を

促
進

す
る

た
め

、
保

健
所

に
よ

る
出

前
講

座
の

ほ
か

、
県

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

を
活

用
し

、
正

し
い

知
識

の
普

及
啓

発
を

図
っ

た
。

・
引

き
続

き
、

2
0
歳

未
満

の
者

の
飲

酒
に

伴
う

リ
ス

ク
及

び
2
0
歳

以
上

の
者

に
対

す
る

節
度

あ
る

飲
酒

の
理

解
を

促
進

す
る

た
め

、
保

健
所

に
よ

る
出

前
講

座
の

ほ
か

、
県

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

を
活

用
し

、
正

し
い

知
識

の
普

及
啓

発
を

図
る

。

―
―

が
ん

対
策

・
健

康
長

寿
日

本
一

推
進

課
（
保

健
所

）
・
出

前
講

座
等

・
保

健
所

が
依

頼
を

受
け

て
地

域
や

企
業

に
出

向
き

、
飲

酒
に

関
す

る
意

識
啓

発
を

含
む

健
康

関
連

の
普

及
啓

発
を

行
う

。

・
2
0
歳

未
満

の
者

に
飲

酒
を

さ
せ

な
い

機
運

の
醸

成
を

図
る

た
め

、
保

健
所

に
よ

る
出

前
講

座
の

ほ
か

、
県

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

を
活

用
し

、
正

し
い

知
識

の
普

及
啓

発
を

図
っ

た
。

・
引

き
続

き
、

2
0
歳

未
満

の
者

に
飲

酒
を

さ
せ

な
い

機
運

の
醸

成
を

図
る

た
め

、
保

健
所

に
よ

る
出

前
講

座
の

ほ
か

、
県

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

を
活

用
し

、
正

し
い

知
識

の
普

及
啓

発
を

図
る

。

―
―

障
が

い
福

祉
課

（
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

、
保

健
所

）

・
依

存
症

患
者

回
復

支
援

事
業

・
県

民
に

対
し

、
依

存
症

に
関

す
る

普
及

啓
発

を
行

い
、

予
防

や
早

期
治

療
を

推
進

す
る

。

・
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

に
お

い
て

、
依

存
症

に
関

す
る

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

を
作

成
、

配
布

し
、

普
及

啓
発

を
行

っ
た

。
・
ア

ル
コ

ー
ル

関
連

問
題

啓
発

週
間

に
合

わ
せ

、
ビ

ッ
グ

ウ
イ

ン
グ

で
依

存
症

を
テ

ー
マ

に
し

た
映

画
「
カ

ノ
ン

」
の

上
映

と
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム
を

行
っ

た
。

ま
た

、
県

内
各

地
、

各
総

合
支

庁
ロ

ビ
ー

等
に

お
い

て
、

啓
発

パ
ネ

ル
展

示
を

行
っ

た
。

・
引

き
続

き
、

県
民

に
対

し
、

依
存

症
に

関
す

る
普

及
啓

発
を

行
い

、
予

防
や

早
期

治
療

を
推

進
す

る
。

（
未

確
定

）
1
,6

3
9

教
育

庁
ス

ポ
ー

ツ
保

健
課

子
ど

も
の

健
康

づ
く

り
連

携
事

業
費

（
生

命
を

つ
な

ぐ
教

育
関

係
）

・
専

門
的

立
場

で
あ

る
医

師
を

学
校

に
派

遣
し

講
演

や
研

修
会

を
実

施
す

る
こ

と
で

、
児

童
生

徒
が

自
分

自
身

の
健

康
課

題
解

決
の

た
め

の
学

び
を

深
め

る
機

会
を

つ
く

る
。

ま
た

、
学

校
と

関
係

機
関

や
保

護
者

と
の

連
携

を
推

進
す

る
。

・
本

県
に

お
け

る
喫

煙
・
飲

酒
・
薬

物
乱

用
防

止
教

育
の

効
果

的
な

指
導

方
法

等
の

検
討

・
実

施
の

取
組

み
に

対
し

て
支

援
を

行
い

、
薬

物
乱

用
防

止
教

育
等

を
推

進
す

る
。

・
専

門
医

を
県

内
４

０
校

に
派

遣
し

、
児

童
生

徒
が

自
分

自
身

の
健

康
課

題
解

決
の

た
め

の
学

び
を

深
め

る
機

会
の

創
出

を
支

援
し

た
。

・
教

職
員

、
警

察
、

地
域

指
導

員
、

保
健

部
局

職
員

等
の

指
導

力
向

上
を

目
的

と
し

た
薬

物
乱

用
防

止
に

係
る

研
修

会
を

1
1
月

に
開

催
し

、
約

6
5
名

が
参

加
。

・
引

き
続

き
、

医
師

や
関

係
機

関
と

連
携

し
、

学
校

教
育

に
お

け
る

児
童

生
徒

の
飲

酒
に

係
る

適
切

な
意

思
決

定
や

行
動

選
択

が
で

き
る

判
断

力
と

態
度

の
育

成
を

支
援

、
推

進
し

て
い

く
。

①
9
1
5

②
 －

①
9
1
5

②
 －

が
ん

対
策

・
健

康
長

寿
日

本
一

推
進

課
（
保

健
所

）
・
出

前
講

座
等

・
保

健
所

が
依

頼
を

受
け

て
地

域
や

企
業

に
出

向
き

、
飲

酒
に

関
す

る
意

識
啓

発
を

含
む

健
康

関
連

の
普

及
啓

発
を

行
う

。

・
家

族
が

ア
ル

コ
ー

ル
健

康
障

害
に

陥
る

こ
と

の
な

い
よ

う
節

度
あ

る
飲

酒
に

つ
い

て
、

保
健

所
に

よ
る

出
前

講
座

の
ほ

か
、

県
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
を

活
用

し
、

正
し

い
知

識
の

普
及

啓
発

を
図

っ
た

。

・
引

き
続

き
、

家
族

が
ア

ル
コ

ー
ル

健
康

障
害

に
陥

る
こ

と
の

な
い

よ
う

節
度

あ
る

飲
酒

に
つ

い
て

、
保

健
所

に
よ

る
出

前
講

座
の

ほ
か

、
県

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

を
活

用
し

、
正

し
い

知
識

の
普

及
啓

発
を

図
る

。

―
―

山
形

県
ア

ル
コ

ー
ル

健
康

障
害

対
策

推
進

計
画

　
関

連
施

策
の

取
組

状
況

施
策

の
展

開
方

向
（
主

な
取

組
み

）
担

当
課

事
　

　
業

　
　

名
事

　
　

業
　

　
の

　
　

内
　

　
容

令
和

４
年

度
末

の
取

組
み

状
況

及
び

そ
の

評
価

改
善

事
項

及
び

今
後

の
対

応
令

和
４

年
度

決
算

額
令

和
５

年
度

予
算

額
（
当

初
）

Ⅰ
　

発
生

の
予

防

１
　

ア
ル

コ
ー

ル
健

康
障

害
に

関
す

る
啓

発
の

推
進

（
１

）
学

校
　

小
中

高
校

及
び

大
学

・
短

大
等

に
お

け
る

2
0
歳

未
満

の
者

の
飲

酒
に

伴
う

リ
ス

ク
の

理
解

の
促

進
　

等

（
２

）
家

庭
　

2
0
歳

未
満

の
者

の
飲

酒
に

伴
う

リ
ス

ク
を

周
知

し
、

飲
酒

を
さ

せ
な

い
よ

う
家

庭
に

お
い

て
機

運
を

醸
成

　
成

人
の

家
族

に
つ

い
て

も
ア

ル
コ

ー
ル

健
康

障
害

に
陥

る
こ

と
の

な
い

よ
う

、
互

い
に

配
慮

し
合

う
機

運
を

醸
成

　
等

保
護

者
や

家
庭

の
意

識
の

高
揚

を
図

る
な

ど
、

市
町

村
、

学
校

、
医

療
機

関
、

そ
の

他
関

係
団

体
等

と
連

携
し

、
2
0
歳

未
満

の
者

に
飲

酒
を

さ
せ

な
い

機
運

を
醸

成
す

る
よ

う
環

境
整

備
を

実
施

。

家
族

が
ア

ル
コ

ー
ル

健
康

障
害

に
陥

る
こ

と
の

な
い

よ
う

、
家

庭
に

お
い

て
互

い
に

配
慮

し
合

う
機

運
を

醸
成

す
る

と
と

も
に

多
量

飲
酒

等
不

適
切

な
飲

酒
習

慣
に

つ
い

て
、

家
族

が
早

期
に

気
づ

き
改

善
の

き
っ

か
け

と
な

る
よ

う
節

度
あ

る
飲

酒
量

に
つ

い
て

周
知

を
徹

底
す

る
。

教
育

庁
ス

ポ
ー

ツ
保

健
課

子
ど

も
の

健
康

づ
く

り
連

携
事

業
費

（
生

命
を

つ
な

ぐ
教

育
関

係
）

①
9
2
5

②
 －

①
9
1
5

②
 －

資
料

３
－

３

1



施
策

の
展

開
方

向
（
主

な
取

組
み

）
担

当
課

事
　

　
業

　
　

名
事

　
　

業
　

　
の

　
　

内
　

　
容

令
和

４
年

度
末

の
取

組
み

状
況

及
び

そ
の

評
価

改
善

事
項

及
び

今
後

の
対

応
令

和
４

年
度

決
算

額
令

和
５

年
度

予
算

額
（
当

初
）

障
が

い
福

祉
課

（
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

）
・
依

存
症

患
者

回
復

支
援

事
業

・
県

民
に

対
し

、
依

存
症

に
関

す
る

普
及

啓
発

を
行

い
、

予
防

や
早

期
治

療
を

推
進

す
る

。

・
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

に
お

い
て

、
依

存
症

に
関

す
る

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

を
作

成
、

配
布

し
、

普
及

啓
発

を
行

っ
た

。
・
ア

ル
コ

ー
ル

関
連

問
題

啓
発

週
間

に
合

わ
せ

、
ビ

ッ
グ

ウ
イ

ン
グ

で
依

存
症

を
テ

ー
マ

に
し

た
映

画
「
カ

ノ
ン

」
の

上
映

と
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム
を

行
っ

た
。

ま
た

、
県

内
各

地
、

各
総

合
支

庁
ロ

ビ
ー

等
に

お
い

て
、

啓
発

パ
ネ

ル
展

示
を

行
っ

た
。

・
引

き
続

き
、

県
民

に
対

し
、

依
存

症
に

関
す

る
普

及
啓

発
を

行
い

、
予

防
や

早
期

治
療

を
推

進
す

る
。

（
未

確
定

）
1
,6

3
9

県
内

の
事

業
所

に
対

し
、

ア
ル

コ
ー

ル
に

よ
る

健
康

問
題

に
関

す
る

情
報

の
普

及
啓

発
の

促
進

を
図

り
、

過
度

な
飲

酒
に

よ
る

生
活

習
慣

病
の

発
症

や
重

症
化

の
予

防
に

つ
な

げ
る

。
が

ん
対

策
・
健

康
長

寿
日

本
一

推
進

課
（
保

健
所

）

・
出

前
講

座
等

・
健

康
経

営
推

進
事

業

・
保

健
所

が
依

頼
を

受
け

て
企

業
に

出
向

き
、

飲
酒

に
関

す
る

正
し

い
知

識
を

含
む

健
康

関
連

の
普

及
啓

発
を

行
う

。
・
健

康
経

営
の

推
進

・
過

度
な

飲
酒

に
よ

る
生

活
習

慣
病

の
発

症
や

重
症

化
予

防
を

促
進

す
る

た
め

、
保

健
所

に
よ

る
出

前
講

座
の

ほ
か

、
県

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

を
活

用
し

、
正

し
い

知
識

の
普

及
啓

発
を

図
っ

た
。

・
従

業
員

の
健

康
の

保
持

・
増

進
に

対
す

る
経

営
者

の
意

識
改

革
を

促
す

た
め

、
健

康
経

営
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
と

連
携

し
、

事
業

所
内

で
の

健
康

づ
く

り
を

支
援

し
た

。

・
引

き
続

き
、

過
度

な
飲

酒
に

よ
る

生
活

習
慣

病
の

発
症

や
重

症
化

予
防

を
促

進
す

る
た

め
、

保
健

所
に

よ
る

出
前

講
座

の
ほ

か
、

県
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
を

活
用

し
、

正
し

い
知

識
の

普
及

啓
発

を
図

る
。

・
引

き
続

き
、

従
業

員
の

健
康

の
保

持
・
増

進
に

対
す

る
経

営
者

の
意

識
改

革
を

促
す

た
め

、
健

康
経

営
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
と

連
携

し
、

事
業

所
内

で
の

健
康

づ
く
り

を
支

援
す

る
。

―
―

職
場

や
家

庭
、

地
域

か
ら

飲
酒

運
転

者
を

出
さ

な
い

呼
び

か
け

の
徹

底
な

ど
県

民
総

ぐ
る

み
に

よ
る

飲
酒

運
転

撲
滅

運
動

を
年

間
を

通
じ

て
実

施
。

消
費

生
活

・
地

域
安

全
課

・
交

通
安

全
総

合
対

策
費

・
県

民
総

ぐ
る

み
に

よ
る

交
通

安
全

運
動

の
展

開

・
職

場
や

家
庭

、
地

域
か

ら
飲

酒
運

転
者

を
出

さ
な

い
呼

び
か

け
の

徹
底

な
ど

、
県

民
総

ぐ
る

み
に

よ
る

飲
酒

運
転

撲
滅

運
動

を
年

間
を

通
じ

て
実

施
し

た
。

ま
た

、
1
2
月

1
1
日

～
1
2
月

2
0
日

の
1
0
日

間
、

飲
酒

運
転

撲
滅

・
冬

の
交

通
安

全
県

民
運

動
を

実
施

し
、

飲
酒

運
転

を
「
し

な
い

、
さ

せ
な

い
、

許
さ

な
い

」
の

徹
底

を
図

っ
た

。

・
引

き
続

き
、

県
民

総
ぐ

る
み

に
よ

る
飲

酒
運

転
撲

滅
運

動
を

実
施

し
て

い
く

。
7
,7

3
1

7
,9

5
0

職
場

、
家

庭
に

対
す

る
飲

酒
運

転
防

止
の

声
掛

け
を

実
施

。
県

警
察

交
通

企
画

課
―

―
・
交

通
安

全
講

話
に

お
い

て
、

職
場

、
家

庭
に

お
い

て
飲

酒
運

転
防

止
を

呼
び

か
け

る
よ

う
に

啓
発

を
実

施
し

た
。

・
引

き
続

き
、

交
通

安
全

講
話

を
通

じ
て

、
職

場
、

家
庭

に
お

い
て

飲
酒

運
転

防
止

を
呼

び
か

け
る

。
―

―

飲
酒

運
転

に
係

る
刑

罰
・
行

政
処

分
の

広
報

を
実

施
。

県
警

察
交

通
企

画
課

―
―

・
各

季
交

通
安

全
県

民
運

動
に

お
い

て
、

関
係

機
関

・
団

体
等

と
連

携
し

た
飲

酒
運

転
撲

滅
啓

発
活

動
を

実
施

。
・
年

末
年

始
等

の
飲

酒
の

機
会

が
増

え
る

時
期

に
、

ラ
ジ

オ
放

送
等

で
飲

酒
運

転
の

撲
滅

や
罰

則
、

行
政

処
分

等
に

関
す

る
広

報
を

実
施

。

・
令

和
５

年
度

も
、

飲
酒

運
転

の
現

状
に

つ
い

て
、

タ
イ

ム
リ

ー
な

広
報

を
実

施
す

る
。

―
―

が
ん

対
策

・
健

康
長

寿
日

本
一

推
進

課
（
保

健
所

）
・
出

前
講

座
等

・
保

健
所

が
依

頼
を

受
け

て
、

地
域

や
企

業
に

出
向

き
、

飲
酒

に
関

す
る

正
し

い
知

識
を

含
む

健
康

関
連

の
普

及
啓

発
を

行
う

。

・
不

適
切

な
飲

酒
を

防
止

す
る

た
め

、
保

健
所

に
よ

る
出

前
講

座
の

ほ
か

、
県

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

を
活

用
し

、
正

し
い

知
識

の
普

及
啓

発
を

図
っ

た
。

・
引

き
続

き
、

不
適

切
な

飲
酒

を
防

止
す

る
た

め
、

保
健

所
に

よ
る

出
前

講
座

の
ほ

か
、

県
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
を

活
用

し
、

正
し

い
知

識
の

普
及

啓
発

を
図

る
。

―
―

障
が

い
福

祉
課

（
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

、
保

健
所

）

・
依

存
症

患
者

回
復

支
援

事
業

・
県

民
に

対
し

、
依

存
症

に
関

す
る

普
及

啓
発

を
行

い
、

予
防

や
早

期
治

療
を

推
進

す
る

。

・
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

に
お

い
て

、
依

存
症

に
関

す
る

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

を
作

成
、

配
布

し
、

普
及

啓
発

を
行

っ
た

。
・
ア

ル
コ

ー
ル

関
連

問
題

啓
発

週
間

に
合

わ
せ

、
ビ

ッ
グ

ウ
イ

ン
グ

で
依

存
症

を
テ

ー
マ

に
し

た
映

画
「
カ

ノ
ン

」
の

上
映

と
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム
を

行
っ

た
。

ま
た

、
県

内
各

地
、

各
総

合
支

庁
ロ

ビ
ー

等
に

お
い

て
、

啓
発

パ
ネ

ル
展

示
を

行
っ

た
。

・
県

内
の

大
手

シ
ョ

ッ
ピ

ン
グ

セ
ン

タ
ー

に
ア

ル
コ

ー
ル

依
存

症
啓

発
ポ

ス
タ

ー
を

掲
示

。

・
引

き
続

き
、

県
民

に
対

し
、

依
存

症
に

関
す

る
普

及
啓

発
を

行
い

、
予

防
や

早
期

治
療

を
推

進
す

る
。

（
未

確
定

）
1
,6

3
9

妊
娠

中
及

び
出

産
後

の
女

性
の

飲
酒

に
伴

う
リ

ス
ク

に
つ

い
て

正
し

い
知

識
の

普
及

啓
発

。
子

ど
も

成
育

支
援

課
・
妊

娠
・
出

産
・
子

育
て

安
心

生
活

応
援

事
業

費
・
母

子
保

健
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
の

養
成

・
妊

娠
・
出

産
・
子

育
て

期
に

わ
た

る
支

援
を

実
施

す
る

子
育

て
世

代
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
に

配
置

さ
れ

る
母

子
保

健
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
を

対
象

に
人

材
育

成
研

修
を

年
２

回
開

催
し

た
。

延
べ

7
2
名

受
講

し
、

支
援

体
制

の
強

化
を

図
っ

た
。

・
引

き
続

き
、

母
子

保
健

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

人
材

育
成

研
修

を
実

施
し

、
妊

娠
中

及
び

出
産

後
の

女
性

の
飲

酒
に

伴
う

リ
ス

ク
に

つ
い

て
正

し
い

知
識

の
普

及
啓

発
を

図
っ

て
い

く
。

1
,1

4
9

の
一

部
1
,1

4
9

の
一

部

が
ん

対
策

・
健

康
長

寿
日

本
一

推
進

課
（
保

健
所

）
・
出

前
講

座
等

・
保

健
所

が
依

頼
を

受
け

て
地

域
や

企
業

に
出

向
き

、
飲

酒
に

関
す

る
意

識
啓

発
を

は
じ

め
と

し
た

健
康

関
連

の
普

及
啓

発
を

行
う

。

・
不

適
切

な
飲

酒
を

防
止

す
る

た
め

、
保

健
所

に
よ

る
出

前
講

座
の

ほ
か

、
県

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

を
活

用
し

、
正

し
い

知
識

の
普

及
啓

発
を

図
っ

た
。

・
引

き
続

き
、

不
適

切
な

飲
酒

を
防

止
す

る
た

め
、

保
健

所
に

よ
る

出
前

講
座

の
ほ

か
、

県
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
を

活
用

し
、

正
し

い
知

識
の

普
及

啓
発

を
図

る
。

―
―

（
３

）
職

場
　

健
康

経
営

の
普

及
に

併
せ

た
ア

ル
コ

ー
ル

に
よ

る
健

康
問

題
に

関
す

る
啓

発
　

等

（
４

）
地

域
・
県

民
　

市
町

村
と

の
連

携
に

よ
る

推
進

体
制

の
整

備
及

び
効

果
的

な
啓

発
　

医
療

機
関

・
そ

の
他

関
係

団
体

等
と

の
連

携
に

よ
る

ア
ル

コ
ー

ル
健

康
障

害
に

つ
い

て
の

正
し

い
知

識
の

普
及

啓
発

　
性

別
・
年

齢
・
体

質
に

よ
っ

て
個

人
差

の
あ

る
「
節

度
あ

る
飲

酒
量

」
に

つ
い

て
の

周
知

　
飲

酒
運

転
防

止
の

啓
発

　
等

①
飲

酒
に

伴
う

リ
ス

ク
に

関
す

る
知

識
の

普
及

の
推

進

飲
酒

に
伴

う
リ

ス
ク

、
ア

ル
コ

ー
ル

依
存

症
に

関
す

る
正

し
い

知
識

の
普

及
啓

発
や

、
専

門
医

療
機

関
・

自
助

グ
ル

ー
プ

・
相

談
機

関
等

の
支

援
に

向
け

た
情

報
の

発
信

。

ア
ル

コ
ー

ル
関

連
問

題
啓

発
週

間
に

集
中

的
な

広
報

活
動

を
実

施
し

、
ア

ル
コ

ー
ル

関
連

問
題

や
ア

ル
コ

ー
ル

依
存

症
に

関
す

る
正

し
い

知
識

の
普

及
啓

発
を

強
化

。

2



施
策

の
展

開
方

向
（
主

な
取

組
み

）
担

当
課

事
　

　
業

　
　

名
事

　
　

業
　

　
の

　
　

内
　

　
容

令
和

４
年

度
末

の
取

組
み

状
況

及
び

そ
の

評
価

改
善

事
項

及
び

今
後

の
対

応
令

和
４

年
度

決
算

額
令

和
５

年
度

予
算

額
（
当

初
）

障
が

い
福

祉
課

（
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

、
保

健
所

）

・
依

存
症

患
者

回
復

支
援

事
業

・
県

民
に

対
し

、
依

存
症

に
関

す
る

普
及

啓
発

を
行

い
、

予
防

や
早

期
治

療
を

推
進

す
る

。

・
県

内
の

大
手

シ
ョ

ッ
ピ

ン
グ

セ
ン

タ
ー

に
ア

ル
コ

ー
ル

依
存

症
啓

発
ポ

ス
タ

ー
を

掲
示

。
・
ア

ル
コ

ー
ル

関
連

問
題

啓
発

週
間

に
合

わ
せ

、
ビ

ッ
グ

ウ
イ

ン
グ

で
依

存
症

を
テ

ー
マ

に
し

た
映

画
「
カ

ノ
ン

」
の

上
映

と
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム
を

行
っ

た
。

ま
た

、
県

内
各

地
、

各
総

合
支

庁
ロ

ビ
ー

等
に

お
い

て
、

啓
発

パ
ネ

ル
展

示
を

行
っ

た
。

・
引

き
続

き
、

県
民

に
対

し
、

依
存

症
に

関
す

る
普

及
啓

発
を

行
い

、
予

防
や

早
期

治
療

を
推

進
す

る
。

（
未

確
定

）
1
,6

3
9

一
人

ひ
と

り
の

リ
ス

ク
に

応
じ

た
、

不
適

切
な

飲
酒

防
止

に
向

け
た

取
組

み
を

強
化

。
が

ん
対

策
・
健

康
長

寿
日

本
一

推
進

課
（
保

健
所

）
・
出

前
講

座
等

・
保

健
所

が
依

頼
を

受
け

て
地

域
や

企
業

に
出

向
き

、
飲

酒
に

関
す

る
意

識
啓

発
を

は
じ

め
と

し
た

健
康

関
連

の
普

及
啓

発
を

行
う

。

・
不

適
切

な
飲

酒
を

防
止

す
る

た
め

、
保

健
所

に
よ

る
出

前
講

座
の

ほ
か

、
県

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

を
活

用
し

、
正

し
い

知
識

の
普

及
啓

発
を

図
っ

た
。

・
引

き
続

き
、

不
適

切
な

飲
酒

を
防

止
す

る
た

め
、

保
健

所
に

よ
る

出
前

講
座

の
ほ

か
、

県
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
を

活
用

し
、

正
し

い
知

識
の

普
及

啓
発

を
図

る
。

―
―

職
場

や
家

庭
、

地
域

か
ら

飲
酒

運
転

者
を

出
さ

な
い

呼
び

か
け

の
徹

底
な

ど
県

民
総

ぐ
る

み
に

よ
る

飲
酒

運
転

撲
滅

運
動

を
年

間
を

通
じ

て
実

施
。

消
費

生
活

・
地

域
安

全
課

職
場

、
家

庭
に

対
す

る
飲

酒
運

転
防

止
の

声
掛

け
を

実
施

。
県

警
察

交
通

企
画

課

飲
酒

運
転

に
係

る
刑

罰
・
行

政
処

分
の

広
報

を
実

施
。

県
警

察
交

通
企

画
課

が
ん

対
策

・
健

康
長

寿
日

本
一

推
進

課
（
保

健
所

）

障
が

い
福

祉
課

（
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

、
保

健
所

）

が
ん

対
策

・
健

康
長

寿
日

本
一

推
進

課
（
保

健
所

）

障
が

い
福

祉
課

（
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

、
保

健
所

）

リ
ス

ク
の

高
ま

る
傾

向
の

あ
る

者
の

特
徴

な
ど

対
象

に
合

わ
せ

た
効

果
的

な
啓

発
活

動
を

実
施

。
が

ん
対

策
・
健

康
長

寿
日

本
一

推
進

課
（
保

健
所

）
・
出

前
講

座
等

・
保

健
所

が
依

頼
を

受
け

て
地

域
や

企
業

に
出

向
き

、
飲

酒
に

関
す

る
正

し
い

知
識

を
含

む
健

康
関

連
の

普
及

啓
発

を
行

う
。

・
不

適
切

な
飲

酒
を

防
止

す
る

た
め

、
保

健
所

に
よ

る
出

前
講

座
の

ほ
か

、
県

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

を
活

用
し

、
正

し
い

知
識

の
普

及
啓

発
を

図
っ

た
。

・
引

き
続

き
、

不
適

切
な

飲
酒

を
防

止
す

る
た

め
、

保
健

所
に

よ
る

出
前

講
座

の
ほ

か
、

県
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
を

活
用

し
、

正
し

い
知

識
の

普
及

啓
発

を
図

る
。

―
―

が
ん

対
策

・
健

康
長

寿
日

本
一

推
進

課
（
保

健
所

）

障
が

い
福

祉
課

（
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

、
保

健
所

）

再
掲

（
Ⅰ

-
1
-
(3

)）

再
掲

（
Ⅰ

-
1
-
(3

)）

再
掲

（
Ⅰ

-
1
-
(3

)）

②
ア

ル
コ

ー
ル

依
存

症
に

関
す

る
正

し
い

知
識

・
理

解
の

啓
発

の
推

進

飲
酒

に
伴

う
リ

ス
ク

、
ア

ル
コ

ー
ル

依
存

症
に

関
す

る
正

し
い

知
識

の
普

及
啓

発
や

、
専

門
医

療
機

関
・

自
助

グ
ル

ー
プ

・
相

談
機

関
等

の
支

援
に

向
け

た
情

報
の

発
信

。

再
掲

（
Ⅰ

-
1
-
(4

)-
①

）

再
掲

（
Ⅰ

-
1
-
(4

)-
①

）

ア
ル

コ
ー

ル
関

連
問

題
啓

発
週

間
に

集
中

的
な

広
報

活
動

を
実

施
し

、
ア

ル
コ

ー
ル

関
連

問
題

や
ア

ル
コ

ー
ル

依
存

症
に

関
す

る
正

し
い

知
識

の
普

及
啓

発
を

強
化

。
再

掲
（
Ⅰ

-
1
-
(4

)-
①

）

再
掲

（
Ⅰ

-
1
-
(4

)-
①

）

③
地

方
公

共
団

体
、

関
係

団
体

、
事

業
者

等
と

の
連

携
に

よ
る

社
会

全
体

で
の

取
組

ア
ル

コ
ー

ル
関

連
問

題
啓

発
週

間
に

集
中

的
な

広
報

活
動

を
実

施
し

、
ア

ル
コ

ー
ル

関
連

問
題

や
ア

ル
コ

ー
ル

依
存

症
に

関
す

る
正

し
い

知
識

の
普

及
啓

発
を

強
化

。
再

掲
（
Ⅰ

-
1
-
(4

)-
①

、
②

）

再
掲

（
Ⅰ

-
1
-
(4

)-
①

、
②

）

２
　

不
適

切
な

飲
酒

の
誘

引
の

防
止

　
2
0
歳

未
満

の
者

へ
の

酒
類

販
売

・
提

供
を

な
く

す
た

め
の

事
業

者
向

け
の

啓
発

活
動

の
強

化
　

飲
食

業
者

に
対

す
る

指
導

・
取

締
ま

り
の

徹
底

、
街

頭
補

導
活

動
の

強
化

　
等

3



施
策

の
展

開
方

向
（
主

な
取

組
み

）
担

当
課

事
　

　
業

　
　

名
事

　
　

業
　

　
の

　
　

内
　

　
容

令
和

４
年

度
末

の
取

組
み

状
況

及
び

そ
の

評
価

改
善

事
項

及
び

今
後

の
対

応
令

和
４

年
度

決
算

額
令

和
５

年
度

予
算

額
（
当

初
）

多
様

性
・
女

性
若

者
活

躍
課

・
青

少
年

健
全

育
成

活
動

推
進

事
業

費

・
令

和
４

年
度

「
青

少
年

の
た

め
の

環
境

づ
く

り
懇

談
会

」
の

開
催

と
「
青

少
年

の
た

め
の

環
境

づ
く

り
懇

談
会

申
し

合
わ

せ
事

項
」
の

作
成

（
山

形
県

青
少

年
育

成
県

民
会

議
事

業
・
事

務
局

：
多

様
性

・
女

性
若

者
活

躍
課

）

・
各

業
界

の
事

業
者

や
関

係
機

関
等

が
参

集
す

る
「
青

少
年

の
た

め
の

環
境

づ
く

り
懇

談
会

」
を

開
催

し
、

2
0
歳

未
満

の
者

へ
の

酒
類

販
売

等
防

止
の

徹
底

を
申

し
合

わ
せ

、
青

少
年

を
取

り
巻

く
社

会
環

境
の

浄
化

に
向

け
た

「
青

少
年

の
た

め
の

環
境

づ
く
り

懇
談

会
申

し
合

わ
せ

事
項

」
を

作
成

・
配

布
し

、
関

係
事

業
者

へ
働

き
掛

け
を

行
っ

た
。

・
引

き
続

き
、

各
種

会
議

等
を

通
じ

て
、

関
係

事
業

者
に

購
入

者
の

年
齢

確
認

の
徹

底
等

を
促

す
な

ど
、

2
0

歳
未

満
の

者
へ

の
酒

類
販

売
・
提

供
防

止
に

つ
い

て
協

力
を

呼
び

掛
け

る
。

7
,2

6
7

の
一

部
7
,4

4
5

の
一

部

県
警

察
人

身
安

全
少

年
課

―
―

・
健

全
育

成
の

た
め

の
懇

談
会

に
参

加
し

、
業

界
団

体
と

と
も

に
年

齢
確

認
を

徹
底

す
る

な
ど

の
申

し
合

わ
せ

事
項

を
確

認
し

た
。

・
引

き
続

き
、

左
記

取
組

を
徹

底
す

る
。

―
―

県
警

察
生

活
安

全
企

画
課

―
―

・
キ

ャ
バ

レ
ー

や
バ

ー
な

ど
の

風
俗

営
業

管
理

者
に

対
し

、
管

理
者

講
習

を
通

じ
、

1
8
歳

未
満

の
者

の
営

業
所

へ
の

立
入

禁
止

と
2
0
歳

未
満

の
者

へ
の

酒
類

提
供

の
禁

止
に

つ
い

て
指

導
し

た
。

・
引

き
続

き
、

風
俗

営
業

管
理

者
に

対
し

、
管

理
者

講
習

を
通

じ
な

が
ら

、
1
8
歳

未
満

の
者

の
営

業
所

へ
の

立
入

禁
止

と
2
0
歳

未
満

の
者

へ
の

酒
類

提
供

の
禁

止
に

つ
い

て
継

続
的

に
指

導
し

て
い

く
。

―
―

県
警

察
人

身
安

全
少

年
課

―
―

・
少

年
警

察
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
等

と
と

も
に

店
舗

を
巡

回
し

、
協

力
依

頼
す

る
と

と
も

に
、

2
0
歳

未
満

の
者

に
酒

類
を

販
売

し
た

事
業

者
に

指
導

し
た

。
・
引

き
続

き
、

左
記

取
組

を
徹

底
す

る
。

―
―

2
0
歳

未
満

の
者

の
飲

酒
行

為
に

対
す

る
街

頭
補

導
活

動
の

強
化

。
県

警
察

人
身

安
全

少
年

課
―

―
・
令

和
４

年
中

、
飲

酒
で

5
4
人

を
補

導
し

た
。

・
引

き
続

き
、

左
記

取
組

を
徹

底
す

る
。

―
―

特
定

保
健

指
導

の
担

当
者

を
対

象
と

し
た

研
修

会
等

を
実

施
し

、
飲

酒
に

よ
る

健
康

障
害

に
関

す
る

ハ
イ

リ
ス

ク
者

へ
適

切
な

保
健

指
導

を
実

施
で

き
る

よ
う

支
援

。

が
ん

対
策

・
健

康
長

寿
日

本
一

推
進

課
―

―
・
特

定
健

診
の

結
果

に
基

づ
き

、
適

切
な

保
健

指
導

を
実

施
で

き
る

よ
う

、
特

定
保

健
指

導
従

事
者

研
修

会
を

開
催

し
た

。

・
引

き
続

き
、

特
定

健
診

の
結

果
に

基
づ

き
、

適
切

な
保

健
指

導
を

実
施

で
き

る
よ

う
、

特
定

保
健

指
導

従
事

者
研

修
会

を
開

催
す

る
。

―
―

が
ん

対
策

・
健

康
長

寿
日

本
一

推
進

課
―

―
・
特

定
保

健
指

導
従

事
者

研
修

会
等

に
お

い
て

情
報

提
供

を
行

っ
た

。
・
引

き
続

き
、

早
期

の
保

健
指

導
、

相
談

支
援

へ
と

つ
な

が
る

よ
う

、
研

修
会

等
に

お
い

て
正

し
い

知
識

の
普

及
啓

発
を

図
る

。
―

―

障
が

い
福

祉
課

・
依

存
症

患
者

回
復

支
援

事
業

・
県

内
に

お
け

る
依

存
症

治
療

・
相

談
対

応
体

制
の

強
化

を
図

る
。

・
県

精
神

保
健

セ
ン

タ
ー

、
保

健
所

、
専

門
医

療
機

関
の

職
員

が
、

依
存

症
対

策
全

国
拠

点
機

関
が

主
催

す
る

指
導

者
養

成
研

修
を

受
講

し
た

。

・
引

き
続

き
、

専
門

研
修

へ
の

関
係

機
関

の
参

加
を

促
し

、
人

材
育

成
を

図
っ

て
い

く
。

（
未

確
定

）
1
,6

3
9

内
科

等
の

一
般

診
療

所
の

医
療

機
関

に
対

し
、

ア
ル

コ
ー

ル
依

存
症

や
専

門
医

療
機

関
等

に
関

す
る

情
報

提
供

を
行

い
、

依
存

症
者

が
早

期
治

療
に

つ
な

が
る

た
め

の
連

携
体

制
を

構
築

。

障
が

い
福

祉
課

（
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

、
保

健
所

）

・
依

存
症

患
者

回
復

支
援

事
業

・
依

存
症

か
ら

の
回

復
を

支
援

す
る

た
め

、
医

療
、

保
健

、
民

間
団

体
な

ど
の

関
係

機
関

に
よ

る
連

携
体

制
の

構
築

を
図

る
。

・
令

和
2
年

2
月

1
0
日

に
選

定
し

た
山

形
県

依
存

症
専

門
医

療
機

関
（
6

医
療

機
関

）
に

つ
い

て
、

県
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
等

に
よ

り
周

知
を

行
っ

た
。

・
県

医
師

会
や

郡
市

地
区

医
師

会
に

山
形

県
依

存
症

専
門

医
療

機
関

に
つ

い
て

通
知

を
行

っ
た

。

・
引

き
続

き
、

一
般

診
療

所
等

に
対

し
、

ア
ル

コ
ー

ル
依

存
症

や
専

門
医

療
機

関
等

に
関

す
る

情
報

提
供

を
行

っ
て

い
く

。
（
未

確
定

）
1
,6

3
9

国
の

基
準

を
満

た
す

県
内

の
専

門
医

療
機

関
を

早
期

に
選

定
し

、
そ

の
周

知
等

、
受

診
に

つ
な

が
る

環
境

を
整

備
す

る
。

障
が

い
福

祉
課

・
依

存
症

患
者

回
復

支
援

事
業

・
依

存
症

か
ら

の
回

復
を

支
援

す
る

た
め

、
医

療
、

保
健

、
民

間
団

体
な

ど
の

関
係

機
関

に
よ

る
連

携
体

制
の

構
築

を
図

る
。

・
令

和
2
年

2
月

1
0
日

に
選

定
し

た
山

形
県

依
存

症
専

門
医

療
機

関
（
6

医
療

機
関

）
に

つ
い

て
、

県
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
等

に
よ

り
周

知
を

行
っ

た
。

・
引

き
続

き
、

専
門

医
療

機
関

に
つ

い
て

周
知

す
る

と
と

も
に

、
連

絡
会

議
の

開
催

等
に

よ
り

、
情

報
交

換
や

連
携

を
行

っ
て

い
く

。
（
未

確
定

）
1
,6

3
9

県
内

医
療

機
関

に
対

し
、

国
等

が
実

施
す

る
ア

ル
コ

ー
ル

依
存

症
に

関
す

る
医

療
従

事
者

向
け

の
研

修
へ

の
積

極
的

な
参

加
を

促
し

医
療

提
供

体
制

の
充

実
を

図
る

。
障

が
い

福
祉

課
・
依

存
症

患
者

回
復

支
援

事
業

・
県

内
に

お
け

る
依

存
症

治
療

・
相

談
対

応
体

制
の

強
化

を
図

る
。

・
依

存
症

対
策

全
国

拠
点

機
関

で
開

催
さ

れ
る

指
導

者
研

修
等

を
案

内
し

、
医

療
機

関
か

ら
担

当
職

員
が

参
加

し
た

。
・
引

き
続

き
、

専
門

研
修

へ
の

関
係

機
関

の
参

加
を

促
し

、
人

材
育

成
を

図
っ

て
い

く
。

（
未

確
定

）
1
,6

3
9

保
健

指
導

、
相

談
支

援
に

携
わ

る
関

係
者

に
対

し
、

A
U

D
IT

、
S
B

IR
T

S
等

に
つ

い
て

情
報

提
供

す
る

。

2
0
歳

未
満

の
者

へ
の

酒
類

販
売

防
止

の
徹

底
に

つ
い

て
、

事
業

者
向

け
の

啓
発

活
動

を
強

化
。

2
0
歳

未
満

の
者

の
飲

酒
の

誘
引

を
防

止
す

る
環

境
の

整
備

す
る

た
め

、
指

導
・
取

締
り

を
徹

底
。

Ⅱ
　

進
行

の
抑

制

１
　

健
康

診
断

等
か

ら
の

早
期

改
善

指
導

　
市

町
村

等
が

実
施

す
る

特
定

保
健

指
導

に
お

い
て

適
切

な
指

導
が

で
き

る
よ

う
担

当
者

を
対

象
に

し
た

研
修

会
の

実
施

　
相

談
支

援
の

担
当

者
等

に
屋

い
す

る
早

期
改

善
指

導
・
早

期
支

援
の

た
め

の
手

法
に

関
す

る
情

報
提

供
　

等

２
　

ア
ル

コ
ー

ル
健

康
障

害
に

係
る

医
療

の
充

実
等

　
ア

ル
コ

ー
ル

依
存

症
の

疑
い

の
あ

る
者

を
内

科
等

の
一

般
診

療
科

の
医

療
機

関
か

ら
専

門
医

療
機

関
へ

つ
な

げ
る

た
め

の
連

携
体

制
の

構
築

　
等

4



施
策

の
展

開
方

向
（
主

な
取

組
み

）
担

当
課

事
　

　
業

　
　

名
事

　
　

業
　

　
の

　
　

内
　

　
容

令
和

４
年

度
末

の
取

組
み

状
況

及
び

そ
の

評
価

改
善

事
項

及
び

今
後

の
対

応
令

和
４

年
度

決
算

額
令

和
５

年
度

予
算

額
（
当

初
）

ア
ル

コ
ー

ル
依

存
症

者
及

び
そ

の
家

族
が

早
期

に
支

援
機

関
に

つ
な

が
り

回
復

支
援

を
受

け
ら

れ
る

よ
う

、
支

援
体

制
の

構
築

に
努

め
る

。
障

が
い

福
祉

課
（
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

、
保

健
所

）

・
依

存
症

患
者

回
復

支
援

事
業

・
患

者
家

族
に

対
し

、
依

存
症

の
知

識
と

本
人

へ
の

援
助

方
法

の
学

習
機

会
を

提
供

す
る

こ
と

で
本

人
・
家

族
の

回
復

を
支

援
す

る
。

・
県

民
に

対
し

、
依

存
症

に
関

す
る

普
及

啓
発

を
行

い
、

予
防

や
早

期
治

療
を

推
進

す
る

。

・
R

2
年

4
月

か
ら

、
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

に
依

存
症

相
談

支
援

拠
点

を
設

置
し

た
。

・
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

に
お

い
て

、
依

存
症

相
談

会
（
7
回

）
、

家
族

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

（
5
0
回

）
を

実
施

し
た

。
ま

た
、

依
存

症
に

関
す

る
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
を

作
成

、
配

布
し

普
及

啓
発

を
行

っ
た

。

・
引

き
続

き
、

県
精

神
保

健
セ

ン
タ

ー
及

び
各

保
健

所
に

お
い

て
、

相
談

を
受

け
て

い
く

。
（
未

確
定

）
1
,6

3
9

ア
ル

コ
ー

ル
依

存
症

の
相

談
窓

口
や

専
門

医
療

機
関

に
関

す
る

情
報

提
供

を
行

う
等

連
携

を
強

化
し

て
い

く
。

県
警

察
運

転
免

許
課

―
―

・
山

形
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

か
ら

提
供

さ
れ

る
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
（
う

つ
、

自
殺

等
の

関
連

性
や

支
援

団
体

、
医

療
機

関
名

に
つ

い
て

記
載

）
を

各
人

に
一

枚
ず

つ
説

明
し

て
配

付
し

て
い

る
。

・
引

き
続

き
、

左
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
の

配
布

し
て

い
く
。

―
―

飲
酒

運
転

を
し

た
者

及
び

そ
の

家
族

か
ら

相
談

が
あ

っ
た

際
に

は
医

療
機

関
の

受
診

や
自

助
グ

ル
ー

プ
の

紹
介

を
行

う
等

必
要

な
支

援
を

行
う

。

障
が

い
福

祉
課

（
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

、
保

健
所

）

―
―

・
県

精
神

保
健

セ
ン

タ
ー

及
び

各
保

健
所

に
お

い
て

、
相

談
に

応
じ

た
。

・
引

き
続

き
、

県
精

神
保

健
セ

ン
タ

ー
及

び
各

保
健

所
に

お
い

て
、

相
談

を
受

け
て

い
く

。
―

―

支
援

者
等

を
対

象
に

、
ア

ル
コ

ー
ル

関
連

問
題

に
関

す
る

専
門

知
識

や
対

処
法

等
の

普
及

を
図

る
。

が
ん

対
策

・
健

康
長

寿
日

本
一

推
進

課
（
保

健
所

）
・
出

前
講

座
等

・
保

健
所

が
依

頼
を

受
け

て
地

域
や

企
業

に
出

向
き

、
飲

酒
に

関
す

る
意

識
啓

発
を

含
む

健
康

関
連

の
普

及
啓

発
を

行
う

。

・
ア

ル
コ

ー
ル

関
連

問
題

に
関

す
る

専
門

知
識

や
対

処
法

等
の

普
及

を
図

る
た

め
、

保
健

所
に

よ
る

出
前

講
座

の
ほ

か
、

県
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
を

活
用

し
、

正
し

い
知

識
の

普
及

啓
発

を
図

っ
た

。

・
引

き
続

き
、

ア
ル

コ
ー

ル
関

連
問

題
に

関
す

る
専

門
知

識
や

対
処

法
等

の
普

及
を

図
る

た
め

、
保

健
所

に
よ

る
出

前
講

座
の

ほ
か

、
県

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

を
活

用
し

、
正

し
い

知
識

の
普

及
啓

発
を

図
る

。

―
―

障
が

い
福

祉
課

（
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

、
保

健
所

）

―
―

・
県

精
神

保
健

セ
ン

タ
ー

及
び

各
保

健
所

に
お

い
て

、
相

談
に

応
じ

た
。

・
引

き
続

き
、

県
精

神
保

健
セ

ン
タ

ー
及

び
各

保
健

所
に

お
い

て
、

相
談

を
受

け
て

い
く

。
―

―

県
警

察
生

活
安

全
企

画
課

―
―

・
泥

酔
又

は
酩

酊
状

態
で

保
護

し
た

者
が

ア
ル

コ
ー

ル
依

存
症

の
疑

い
が

あ
る

場
合

、
本

人
や

家
族

に
対

し
て

、
保

健
所

等
に

相
談

す
る

よ
う

に
助

言
指

導
し

て
い

る
。

・
自

殺
未

遂
事

案
に

あ
っ

て
は

、
自

殺
の

再
企

図
防

止
の

た
め

、
本

人
や

家
族

か
ら

同
意

が
得

ら
れ

た
場

合
、

個
人

に
関

す
る

情
報

を
保

健
所

に
提

供
し

て
い

る
。

・
引

き
続

き
、

関
係

機
関

と
連

携
を

強
化

し
、

ア
ル

コ
ー

ル
依

存
者

等
の

早
期

支
援

に
つ

な
が

る
よ

う
な

取
組

み
を

実
施

し
て

い
く

。
―

―

県
警

察
人

身
安

全
少

年
課

―
―

・
保

健
所

等
関

係
機

関
の

職
員

と
顔

の
見

え
る

良
好

な
関

係
作

り
に

努
め

、
有

事
の

際
の

連
携

を
強

化
す

る
こ

と
が

で
き

た
。

・
今

後
も

継
続

し
て

関
係

機
関

と
連

携
し

な
が

ら
対

応
し

て
い

く
。

―
―

自
殺

防
止

の
観

点
か

ら
、

精
神

疾
患

等
を

抱
え

て
い

る
人

や
家

族
に

対
し

相
談

対
応

や
事

例
検

討
、

家
庭

訪
問

等
の

継
続

的
な

支
援

を
行

う
。

地
域

福
祉

推
進

課
（
保

健
所

）
・
地

域
自

殺
対

策
強

化
事

業
費

・
地

域
に

お
け

る
自

殺
対

策
の

推
進

・
各

保
健

所
に

お
い

て
、

対
面

、
訪

問
、

電
話

に
よ

る
相

談
を

実
施

し
、

必
要

に
応

じ
て

事
例

検
討

を
行

い
、

継
続

的
な

支
援

を
行

っ
た

ほ
か

、
各

地
域

ご
と

に
市

町
村

な
ど

関
係

機
関

が
参

集
し

、
専

門
家

ら
の

助
言

を
受

け
る

地
域

自
殺

対
策

推
進

検
討

会
等

を
開

催
し

た
。

・
引

き
続

き
相

談
活

動
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
地

域
に

お
け

る
自

殺
対

策
を

推
進

す
る

た
め

の
関

係
機

関
を

集
め

た
検

討
会

等
を

開
催

し
て

い
く

。
・
自

殺
未

遂
事

案
が

発
生

し
た

場
合

の
警

察
、

医
療

機
関

等
と

の
連

携
が

不
十

分
。

関
係

機
関

と
の

連
携

体
制

強
化

を
検

討
す

る
。

3
0
6

7
0
8

障
が

い
福

祉
課

（
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

、
保

健
所

）

―
―

・
保

健
所

に
お

い
て

、
週

間
・
月

間
に

合
わ

せ
て

、
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
の

配
置

や
資

料
展

示
等

を
行

い
、

相
談

窓
口

に
つ

い
て

普
及

啓
発

を
行

っ
た

。
・
ア

ル
コ

ー
ル

と
自

殺
の

関
連

に
つ

い
て

の
啓

発
を

強
化

し
て

い
く
。

―
―

地
域

福
祉

推
進

課
（
保

健
所

）
・
地

域
自

殺
対

策
強

化
事

業
費

（
再

掲
）

・
地

域
に

お
け

る
自

殺
対

策
の

推
進

・
自

殺
予

防
週

間
や

自
殺

対
策

強
化

月
間

に
お

い
て

、
県

関
係

機
関

や
市

町
村

等
が

実
施

す
る

相
談

窓
口

等
の

自
殺

予
防

の
取

組
み

を
各

種
メ

デ
ィ

ア
（
Ｓ

Ｎ
Ｓ

、
ラ

ジ
オ

、
テ

レ
ビ

、
広

報
誌

等
）
で

周
知

し
た

ほ
か

、
大

手
コ

ン
ビ

ニ
チ

ェ
ー

ン
等

で
ポ

ス
タ

ー
を

掲
示

す
る

な
ど

集
中

的
な

広
報

を
実

施
し

た
。

・
引

き
続

き
各

種
メ

デ
ィ

ア
や

様
々

な
機

会
を

通
し

て
、

効
果

的
な

広
報

活
動

を
実

施
し

て
い

く
。

・
相

談
の

つ
な

ぎ
先

の
整

理
を

し
、

相
談

窓
口

情
報

の
わ

か
り

や
す

い
発

信
へ

と
つ

な
げ

る
。

ま
た

、
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム
の

開
催

な
ど

に
よ

り
県

内
の

自
殺

対
策

の
周

知
強

化
を

図
る

。

3
9
2

1
,6

3
0

支
援

者
等

を
対

象
に

、
ア

ル
コ

ー
ル

関
連

問
題

に
関

す
る

専
門

知
識

や
対

処
法

の
普

及
を

図
る

。
が

ん
対

策
・
健

康
長

寿
日

本
一

推
進

課
（
保

健
所

）

３
　

ア
ル

コ
ー

ル
健

康
障

害
に

関
連

し
て

飲
酒

運
転

を
し

た
者

に
対

す
る

対
応

等

（
１

）
飲

酒
運

転
を

し
た

者
に

対
す

る
指

導
　

運
転

免
許

取
消

処
分

者
講

習
に

お
け

る
再

発
防

止
指

導
に

併
せ

た
相

談
窓

口
等

に
関

す
る

情
報

提
供

等

（
２

）
暴

力
・
虐

待
・
自

殺
未

遂
を

し
た

者
に

対
す

る
対

応
　

ア
ル

コ
ー

ル
依

存
症

が
疑

わ
れ

る
者

に
よ

る
事

案
発

生
時

の
警

察
と

県
精

神
保

健
福

祉
セ

ン
タ

ー
・
保

健
所

の
連

携
に

よ
る

対
応

　
等

消
防

、
市

町
村

、
医

療
機

関
等

の
関

係
機

関
と

の
連

携
を

強
化

し
、

早
期

支
援

に
つ

な
が

る
よ

う
対

応
。

自
殺

予
防

週
間

や
自

殺
対

策
強

化
月

間
に

お
い

て
、

ア
ル

コ
ー

ル
依

存
症

と
自

殺
の

関
連

、
相

談
窓

口
の

周
知

を
集

中
実

施
す

る
。

再
掲

（
Ⅱ

-
3
-
(1

)）
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施
策

の
展

開
方

向
（
主

な
取

組
み

）
担

当
課

事
　

　
業

　
　

名
事

　
　

業
　

　
の

　
　

内
　

　
容

令
和

４
年

度
末

の
取

組
み

状
況

及
び

そ
の

評
価

改
善

事
項

及
び

今
後

の
対

応
令

和
４

年
度

決
算

額
令

和
５

年
度

予
算

額
（
当

初
）

県
精

神
保

健
セ

ン
タ

ー
や

保
健

所
に

お
い

て
相

談
を

受
け

た
際

は
専

門
医

療
機

関
や

自
助

グ
ル

ー
プ

等
を

紹
介

す
る

等
回

復
に

向
け

た
支

援
を

行
う

。

障
が

い
福

祉
課

（
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

、
保

健
所

）

―
―

・
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

及
び

保
健

所
に

お
い

て
相

談
を

受
け

、
状

況
に

応
じ

て
、

専
門

医
療

機
関

や
自

助
グ

ル
ー

プ
等

を
紹

介
す

る
な

ど
、

関
係

機
関

と
連

携
し

な
が

ら
支

援
を

行
っ

た
。

・
引

き
続

き
、

相
談

支
援

を
行

っ
て

い
く

。
―

―

依
存

症
に

関
す

る
相

談
体

制
を

強
化

す
る

た
め

県
精

神
保

健
福

祉
セ

ン
タ

ー
を

相
談

拠
点

と
し

て
整

備
す

る
障

が
い

福
祉

課
（
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

）
・
依

存
症

患
者

回
復

支
援

事
業

・
依

存
症

か
ら

の
回

復
を

支
援

す
る

た
め

、
医

療
、

保
健

、
民

間
団

体
な

ど
の

関
係

機
関

に
よ

る
連

携
体

制
の

構
築

を
図

る
。

・
R

2
年

4
月

か
ら

、
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

に
依

存
症

相
談

支
援

拠
点

を
設

置
し

た
。

・
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

を
相

談
拠

点
と

し
、

引
き

続
き

家
族

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

等
の

事
業

を
実

施
し

て
い

く
。

（
未

確
定

）
1
,6

3
9

依
存

症
に

関
す

る
相

談
体

制
を

強
化

す
る

た
め

、
身

近
な

相
談

支
援

機
関

と
し

て
、

専
門

医
療

機
関

や
自

助
グ

ル
ー

プ
等

の
関

係
期

間
と

協
働

し
、

支
援

体
制

を
構

築
す

る
。

障
が

い
福

祉
課

（
保

健
所

）
―

―
・
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

及
び

保
健

所
に

お
い

て
相

談
を

受
け

、
状

況
に

応
じ

て
、

専
門

医
療

機
関

や
自

助
グ

ル
ー

プ
等

を
紹

介
す

る
な

ど
、

関
係

機
関

と
連

携
し

な
が

ら
支

援
を

行
っ

た
。

・
引

き
続

き
、

相
談

支
援

を
行

っ
て

い
く

。
―

―

各
保

健
所

を
身

近
な

相
談

支
援

機
関

と
し

て
、

専
門

医
療

機
関

や
自

助
グ

ル
ー

プ
の

関
係

機
関

と
協

働
し

、
地

域
の

実
情

に
応

じ
た

支
援

体
制

の
構

築
を

務
め

る
。

障
が

い
福

祉
課

（
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

、
保

健
所

）

―
―

・
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

及
び

保
健

所
に

お
い

て
相

談
を

受
け

、
状

況
に

応
じ

て
、

専
門

医
療

機
関

や
自

助
グ

ル
ー

プ
等

を
紹

介
す

る
な

ど
、

関
係

機
関

と
連

携
し

な
が

ら
支

援
を

行
っ

た
。

・
引

き
続

き
、

相
談

支
援

を
行

っ
て

い
く

。
―

―

関
係

機
関

と
協

力
し

、
県

民
に

対
し

ア
ル

コ
ー

ル
健

康
障

害
に

関
す

る
相

談
窓

口
に

つ
い

て
広

く
周

知
す

る
。

障
が

い
福

祉
課

（
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

、
保

健
所

）

―
―

・
県

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

等
に

よ
り

、
相

談
窓

口
に

つ
い

て
周

知
し

た
。

・
引

き
続

き
、

相
談

窓
口

の
周

知
を

行
っ

て
い

く
。

―
―

地
域

の
専

門
医

療
機

関
、

自
助

グ
ル

ー
プ

の
情

報
を

最
新

に
保

ち
相

談
者

や
関

係
機

関
へ

の
迅

速
な

情
報

提
供

や
周

知
を

行
う

。
障

が
い

福
祉

課
（
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

）
―

―

・
相

談
者

の
状

況
に

応
じ

、
関

係
機

関
に

つ
い

て
の

情
報

提
供

等
を

行
っ

た
。

・
研

修
会

等
で

関
係

機
関

に
対

し
て

自
助

グ
ル

ー
プ

に
つ

い
て

の
情

報
提

供
を

行
っ

た
。

・
引

き
続

き
、

適
切

な
情

報
提

供
を

行
っ

て
い

く
。

―
―

地
域

で
ア

ル
コ

ー
ル

関
連

問
題

に
対

応
す

る
市

町
村

や
関

係
機

関
の

担
当

者
の

資
質

向
上

を
図

る
た

め
、

精
神

科
医

師
等

に
よ

る
事

例
を

基
に

し
た

助
言

や
関

係
者

の
情

報
交

換
等

に
よ

る
技

術
的

支
援

を
行

う
。

障
が

い
福

祉
課

（
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

、
保

健
所

）

―
―

・
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

及
び

保
健

所
に

お
い

て
、

研
修

会
や

困
難

な
問

題
を

抱
え

る
事

例
の

ケ
ー

ス
検

討
会

等
に

よ
り

、
市

町
村

や
関

係
機

関
へ

の
助

言
や

技
術

的
支

援
を

行
っ

た
。

・
引

き
続

き
、

市
町

村
や

関
係

機
関

へ
の

助
言

や
技

術
的

支
援

を
行

っ
て

い
く

。
―

―

本
人

及
び

そ
の

家
族

が
切

れ
目

な
く

回
復

支
援

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
継

続
し

た
回

復
支

援
体

制
の

整
備

を
図

る
。

障
が

い
福

祉
課

（
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

、
保

健
所

）

・
依

存
症

患
者

回
復

支
援

事
業

・
依

存
症

か
ら

の
回

復
を

支
援

す
る

た
め

、
医

療
、

保
健

、
民

間
団

体
な

ど
の

関
係

機
関

に
よ

る
連

携
体

制
の

構
築

を
図

る
。

・
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

に
お

い
て

、
精

神
保

健
福

祉
セ

ン
タ

ー
と

専
門

医
療

機
関

と
の

連
携

を
推

進
す

る
た

め
、

依
存

症
相

談
員

担
当

者
検

討
会

を
開

催
し

、
連

携
事

業
の

あ
り

方
に

つ
い

て
協

議
し

た
。

・
専

門
医

療
機

関
と

相
談

拠
点

が
相

互
連

携
で

き
る

体
制

づ
く

り
を

行
う

。
（
未

確
定

）
1
,6

3
9

ア
ル

コ
ー

ル
家

族
ミ

ー
テ

ィ
ン

グ
等

を
開

催
し

、
本

人
及

び
そ

の
家

族
を

支
援

す
る

。
障

が
い

福
祉

課
（
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

）
・
依

存
症

患
者

回
復

支
援

事
業

・
患

者
家

族
に

対
し

、
依

存
症

の
知

識
と

本
人

へ
の

援
助

方
法

の
学

習
機

会
を

提
供

す
る

こ
と

で
本

人
・
家

族
の

回
復

を
支

援
す

る
。

・
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

に
お

い
て

、
ア

ル
コ

ー
ル

家
族

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

を
開

催
し

た
。

（
実

施
回

数
5
0
回

、
延

1
4
7
名

参
加

）
・
引

き
続

き
、

家
族

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

の
開

催
に

よ
る

本
人

及
び

家
族

支
援

を
行

っ
て

い
く

。
（
未

確
定

）
1
,6

3
9

ア
ル

コ
ー

ル
依

存
症

の
治

療
、

回
復

支
援

に
関

す
る

社
会

資
源

の
情

報
収

集
し

、
回

復
支

援
に

つ
な

げ
て

い
く

。
障

が
い

福
祉

課
（
保

健
所

）
―

―
・
相

談
者

の
状

況
に

応
じ

、
自

助
グ

ル
ー

プ
に

つ
い

て
の

情
報

提
供

等
を

行
っ

た
。

・
引

き
続

き
、

自
助

グ
ル

ー
プ

へ
の

橋
渡

し
を

積
極

的
に

行
っ

て
い

く
。

―
―

４
　

相
談

支
援

等
　

相
談

窓
口

に
お

け
る

専
門

医
療

機
関

や
自

助
グ

ル
ー

プ
の

紹
介

、
相

談
体

制
強

化
に

向
け

た
相

談
拠

点
の

整
備

等

Ⅲ
　

再
発

の
防

止

１
　

社
会

復
帰

の
支

援

（
１

）
ア

ル
コ

ー
ル

依
存

症
か

ら
の

回
復

支
援

　
専

門
医

療
機

関
や

自
助

グ
ル

ー
プ

と
の

連
携

に
よ

る
回

復
支

援
体

制
の

整
備

、
依

存
症

者
や

そ
の

家
族

を
対

象
と

し
た

相
談

会
等

の
開

催
 等

6



施
策

の
展

開
方

向
（
主

な
取

組
み

）
担

当
課

事
　

　
業

　
　

名
事

　
　

業
　

　
の

　
　

内
　

　
容

令
和

４
年

度
末

の
取

組
み

状
況

及
び

そ
の

評
価

改
善

事
項

及
び

今
後

の
対

応
令

和
４

年
度

決
算

額
令

和
５

年
度

予
算

額
（
当

初
）

就
労

を
含

め
た

相
談

支
援

体
制

を
整

備
す

る
。

雇
用

・
産

業
人

材
育

成
課

・
離

転
職

者
職

業
訓

練
事

業
費

・
離

転
職

者
の

早
期

再
就

職
や

障
が

い
者

の
就

業
を

支
援

す
る

た
め

の
職

業
訓

練
の

実
施

・
再

就
職

を
希

望
す

る
離

転
職

者
及

び
障

が
い

者
の

就
業

に
向

け
、

民
間

教
育

機
関

や
事

業
所

等
に

委
託

し
て

職
業

訓
練

を
実

施
。

【
訓

練
者

数
：
4
5
9
名

（
離

転
職

者
）
、

1
3
名

（
障

が
い

者
）
】

・
ア

ル
コ

ー
ル

健
康

障
害

の
あ

っ
た

方
を

含
む

求
職

者
が

早
期

就
職

に
結

び
く

よ
う

、
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
等

の
関

係
機

関
と

連
携

し
、

ニ
ー

ズ
に

合
っ

た
職

業
訓

練
を

実
施

し
し

て
い

く
。

1
5
7
,4

8
2

2
3
9
,2

9
3

県
内

の
自

助
グ

ル
ー

プ
に

つ
い

て
周

知
す

る
と

と
も

に
、

回
復

者
や

そ
の

家
族

の
体

験
談

を
発

信
す

る
こ

と
等

に
よ

り
、

ア
ル

コ
ー

ル
依

存
症

の
回

復
に

お
け

る
自

助
グ

ル
ー

プ
の

役
割

や
有

効
性

を
啓

発
す

る
。

障
が

い
福

祉
課

（
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

、
保

健
所

）

・
依

存
症

患
者

回
復

支
援

事
業

・
医

療
機

関
や

自
助

グ
ル

ー
プ

等
関

係
機

関
と

連
携

し
た

、
回

復
支

援
体

制
の

整
備

を
図

る
。

・
ア

ル
コ

ー
ル

関
連

問
題

啓
発

週
間

に
合

わ
せ

て
実

施
し

た
、

依
存

症
を

テ
ー

マ
に

し
た

映
画

「
カ

ノ
ン

」
の

上
映

と
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム
の

な
か

で
自

助
グ

ル
ー

プ
に

つ
い

て
周

知
・
啓

発
を

行
っ

た
。

・
市

町
村

や
支

援
機

関
向

け
の

研
修

会
で

、
回

復
者

の
体

験
談

を
発

信
し

た
。

・
引

き
続

き
、

自
助

グ
ル

ー
プ

と
連

携
し

、
有

効
性

の
周

知
を

図
っ

て
い

く
。

（
未

確
定

）
1
,6

3
9

自
助

グ
ル

ー
プ

と
の

連
携

及
び

協
働

の
推

進
や

自
助

グ
ル

ー
プ

の
活

動
活

性
化

を
支

援
す

る
具

体
的

方
策

の
検

討
を

行
う

。
障

が
い

福
祉

課
（
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

、
保

健
所

）

・
依

存
症

患
者

回
復

支
援

事
業

・
医

療
機

関
や

自
助

グ
ル

ー
プ

等
関

係
機

関
と

連
携

し
た

、
回

復
支

援
体

制
の

整
備

を
図

る
。

・
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

に
お

い
て

、
自

助
グ

ル
ー

プ
が

主
催

す
る

行
事

へ
の

協
力

を
行

っ
た

。
・
引

き
続

き
自

助
グ

ル
ー

プ
と

連
携

し
、

活
動

活
性

化
を

支
援

す
る

。
（
未

確
定

）
1
,6

3
9

ア
ル

コ
ー

ル
依

存
症

に
関

す
る

相
談

を
受

け
た

場
合

に
、

本
人

及
び

そ
の

家
族

等
を

自
助

グ
ル

ー
プ

に
つ

な
げ

ら
れ

る
よ

う
、

自
助

グ
ル

ー
プ

に
関

す
る

情
報

提
供

や
橋

渡
し

を
行

う
。

障
が

い
福

祉
課

（
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

、
保

健
所

）

―
―

・
相

談
者

の
状

況
に

応
じ

、
自

助
グ

ル
ー

プ
に

つ
い

て
の

情
報

提
供

等
を

行
っ

た
。

・
引

き
続

き
、

自
助

グ
ル

ー
プ

へ
の

橋
渡

し
を

積
極

的
に

行
っ

て
い

く
。

―
―

医
学

生
や

看
護

学
生

等
を

対
象

と
す

る
ア

ル
コ

ー
ル

健
康

障
害

に
関

す
る

効
果

的
な

教
育

を
推

進
す

る
た

め
、

学
校

や
関

係
機

関
に

対
し

協
力

を
依

頼
す

る
。

健
康

福
祉

企
画

課
―

―
・
実

施
し

な
か

っ
た

。
・
関

係
機

関
と

連
携

し
て

、
実

施
に

つ
い

て
検

討
し

て
い

く
。

―
―

不
適

切
な

飲
酒

に
よ

る
健

康
障

害
や

節
度

あ
る

飲
酒

等
に

つ
い

て
の

正
し

い
知

識
の

普
及

啓
発

を
担

う
こ

と
が

で
き

る
人

材
を

養
成

す
る

。
が

ん
対

策
・
健

康
長

寿
日

本
一

推
進

課
・
健

康
経

営
推

進
事

業
・
健

康
経

営
の

推
進

・
従

業
員

の
健

康
の

保
持

・
増

進
に

対
す

る
経

営
者

の
意

識
改

革
を

促
す

た
め

、
健

康
経

営
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
と

連
携

し
、

事
業

所
内

で
の

健
康

づ
く

り
を

支
援

し
た

。

・
引

き
続

き
、

従
業

員
の

健
康

の
保

持
・
増

進
に

対
す

る
経

営
者

の
意

識
改

革
を

促
す

た
め

、
健

康
経

営
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
と

連
携

し
、

事
業

所
内

で
の

健
康

づ
く
り

を
支

援
し

て
い

く
。

―
―

①
学

校
教

育
に

お
い

て
、

飲
酒

が
心

身
に

及
ぼ

す
影

響
等

を
正

し
く
理

解
さ

せ
、

適
切

な
意

思
決

定
や

行
動

選
択

が
で

き
る

判
断

力
と

態
度

を
育

成
。

②
学

校
に

お
け

る
喫

煙
・
飲

酒
・
薬

物
乱

用
防

止
に

関
す

る
教

育
の

充
実

を
図

る
た

め
、

教
職

員
等

を
対

象
と

し
た

 会
議

や
研

修
会

に
お

い
て

、
心

身
に

及
ぼ

す
影

響
や

相
談

窓
口

等
に

つ
い

て
周

知
。

教
育

庁
ス

ポ
ー

ツ
保

健
課

飲
酒

に
よ

る
健

康
障

害
に

関
す

る
ハ

イ
リ

ス
ク

者
へ

適
切

な
保

健
指

導
を

実
施

で
き

る
よ

う
支

援
。

が
ん

対
策

・
健

康
長

寿
日

本
一

推
進

課

支
援

者
を

対
象

に
、

ア
ル

コ
ー

ル
関

連
問

題
に

関
す

る
専

門
知

識
や

対
処

法
等

の
普

及
を

図
る

。
が

ん
対

策
・
健

康
長

寿
日

本
一

推
進

課
（
保

健
所

）

地
域

で
ア

ル
コ

ー
ル

関
連

問
題

に
対

応
す

る
市

町
村

や
関

係
機

関
の

担
当

者
の

資
質

向
上

を
図

る
た

め
、

精
神

科
医

師
等

に
よ

る
事

例
を

基
に

し
た

助
言

や
関

係
者

の
情

報
交

換
等

に
よ

る
技

術
的

支
援

を
行

う
。

障
が

い
福

祉
課

（
県

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

、
保

健
所

）

今
後

の
人

材
確

保
を

図
り

、
市

町
村

や
関

係
機

関
と

の
連

携
に

よ
る

施
策

の
有

効
な

展
開

に
向

け
た

体
制

整
備

。
健

康
福

祉
企

画
課

―
―

・
実

施
し

な
か

っ
た

。
市

町
村

や
関

係
機

関
と

の
連

携
体

制
に

つ
い

て
検

討
し

て
い

く
。

―
―

（
２

）
就

労
及

び
復

職
の

支
援

　
就

労
支

援
機

関
と

の
連

携
に

よ
る

社
会

復
帰

の
た

め
の

相
談

支
援

体
制

の
整

備

再
掲

（
Ⅱ

-
4
）

２
　

調
査

研
究

の
推

進
等

　
　

ア
ル

コ
ー

ル
健

康
問

題
の

実
態

を
把

握
す

る
た

め
に

必
要

な
調

査
研

究
の

実
施

　
等

２
　

民
間

支
援

団
体

の
活

動
に

対
す

る
支

援
　

自
助

グ
ル

ー
プ

の
役

割
や

有
効

性
の

周
知

、
自

助
グ

ル
ー

プ
の

活
動

の
活

性
化

に
向

け
た

支
援

　
等

Ⅳ
　

基
盤

整
備

１
　

人
材

の
育

成
・
確

保
等

　
医

学
生

・
看

護
学

生
を

対
象

に
し

た
ア

ル
コ

ー
ル

健
康

障
害

に
関

す
る

効
果

的
な

教
育

の
推

進
、

地
域

の
「
健

康
づ

く
り

リ
ー

ダ
ー

」
や

職
場

の
「
健

康
経

営
リ

ー
ダ

ー
」
を

ア
ル

コ
ー

ル
健

康
障

害
に

つ
い

て
の

正
し

い
知

識
の

普
及

啓
発

も
担

う
人

材
と

し
て

養
成

、
市

町
村

や
関

係
機

関
と

の
連

携
に

よ
る

施
策

の
有

効
的

な
展

開
に

向
け

た
体

制
整

備
　

等

再
掲

（
Ⅰ

-
1
-
(1

)）

再
掲

（
Ⅱ

-
1
）

再
掲

（
Ⅱ

-
3
-
(1

)）
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施
策

の
展

開
方

向
（
主

な
取

組
み

）
担

当
課

事
　

　
業

　
　

名
事

　
　

業
　

　
の

　
　

内
　

　
容

令
和

４
年

度
末

の
取

組
み

状
況

及
び

そ
の

評
価

改
善

事
項

及
び

今
後

の
対

応
令

和
４

年
度

決
算

額
令

和
５

年
度

予
算

額
（
当

初
）

健
康

福
祉

企
画

課
―

―
・
調

査
研

究
に

つ
い

て
は

、
実

施
し

な
か

っ
た

。
・
関

係
機

関
と

連
携

し
て

、
実

施
に

つ
い

て
検

討
し

て
い

く
。

―
―

が
ん

対
策

・
健

康
長

寿
日

本
一

推
進

課
・
県

民
健

康
・
栄

養
調

査
・
県

民
の

生
活

習
慣

の
実

態
調

査
を

行
い

、
健

康
づ

く
り

施
策

に
活

用

・
令

和
３

年
度

に
調

査
す

る
予

定
だ

っ
た

が
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
影

響
に

よ
り

延
期

し
て

い
た

調
査

を
、

令
和

４
年

度
に

実
施

し
た

。
・
調

査
結

果
を

施
策

に
反

映
し

て
い

く
。

0
1
3
,7

0
9

障
が

い
福

祉
課

―
―

・
調

査
研

究
に

つ
い

て
は

、
実

施
し

な
か

っ
た

。
・
関

係
機

関
と

連
携

し
て

、
実

施
に

つ
い

て
検

討
し

て
い

く
。

―
―

2
0
歳

未
満

の
者

の
飲

酒
状

況
に

関
す

る
調

査
や

ア
ル

コ
ー

ル
依

存
症

の
疑

い
が

あ
る

者
の

実
態

に
関

す
る

調
査

等
、

ア
ル

コ
ー

ル
関

連
問

題
の

実
態

を
把

握
す

る
た

め
に

必
要

な
調

査
研

究
に

つ
い

て
、

関
係

機
関

と
連

携
し

実
施

す
る

。
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２
　
構
想
区
域
毎
の
状
況

（
１

）
村

山
区

域

１
　
県
全
体
の
状
況

（
病

床
数

）
H
2
7
①

R
2

R
3
②

②
-
①

比
較

R
7
③

③
-
②

比
較

高
度

急
性

期
7
3
4

6
3
6

4
1
7

▲
 
3
1
7

5
2
3

1
0
6

急
性

期
3
,
1
4
3

2
,
6
3
2

2
,
8
5
4

▲
 
2
8
9

1
,
6
8
7

▲
 
1
,
1
6
7

回
復

期
7
2
3

9
0
1

9
0
8

1
8
5

1
,
4
3
1

5
2
3

慢
性

期
1
,
1
8
5

1
,
3
0
6

1
,
3
0
6

1
2
1

1
,
2
3
2

▲
 
7
4

計
5
,
9
3
1

5
,
7
2
0

5
,
6
5
0

▲
 
2
8
1

4
,
8
7
3

▲
 
7
7
7

（
２

）
最

上
区

域

H
2
7
①

R
2

R
3
②

②
-
①

比
較

R
7
③

③
-
②

比
較

高
度

急
性

期
5

5
5

0
4
3

3
8

急
性

期
6
0
2

4
2
0

4
2
0

▲
 
1
8
2

2
1
0

▲
 
2
1
0

回
復

期
8
4

2
1
8

2
1
8

1
3
4

2
3
6

1
8

慢
性

期
1
4
7

1
2
7

1
0
8

▲
 
3
9

8
5

▲
 
2
3

計
8
9
1

8
7
5

8
5
6

▲
 
3
5

5
7
4

▲
 
2
8
2

（
３

）
置

賜
区

域

H
2
7
①

R
2

R
3
②

②
-
①

比
較

R
7
③

③
-
②

比
較

高
度

急
性

期
3
0

3
0

3
0

0
1
5
9

1
2
9

H
2
7
①

R
2

R
3
②

②
-
①

比
較

R
7
③

③
-
②

比
較

急
性

期
1
,
1
1
3

8
5
5

8
2
4

▲
 
2
8
9

6
1
0

▲
 
2
1
4

高
度

急
性

期
1
,
1
5
3

8
4
4

6
2
5

▲
 
5
2
8

9
3
3

3
0
8

回
復

期
5
1
0

6
1
6

6
5
8

1
4
8

5
7
3

▲
 
8
5

急
性

期
6
,
1
5
8

5
,
3
2
9

5
,
4
3
1

▲
 
7
2
7

3
,
1
2
1

▲
 
2
,
3
1
0

慢
性

期
5
1
1

5
0
0

4
9
2

▲
 
1
9

4
0
7

▲
 
8
5

回
復

期
1
,
6
6
5

2
,
2
6
4

2
,
3
5
1

6
8
6

2
,
9
3
8

5
8
7

計
2
,
1
7
9

2
,
0
2
7

2
,
0
3
0

▲
 
1
4
9

1
,
7
4
9

▲
 
2
8
1

慢
性

期
2
,
4
3
5

2
,
3
6
8

2
,
3
4
1

▲
 
9
4

2
,
2
7
5

▲
 
6
6

計
1
1
,
7
1
6

1
1
,
2
5
4

1
1
,
1
6
2

▲
 
5
5
4

9
,
2
6
7

▲
 
1
,
8
9
5

（
４

）
庄

内
区

域

※
R
7
を

除
き

、
合

計
欄

に
は

休
床

数
を

含
む

た
め

、
４

区
分

の
合

計
と

は
一

致
し

な
い

H
2
7
①

R
2

R
3
②

②
-
①

比
較

R
7
③

③
-
②

比
較

高
度

急
性

期
3
8
4

1
7
3

1
7
3

▲
 
2
1
1

2
0
8

3
5

急
性

期
1
,
3
0
0

1
,
4
2
2

1
,
3
3
3

3
3

6
1
4

▲
 
7
1
9

回
復

期
3
4
8

5
2
9

5
6
7

2
1
9

6
9
8

1
3
1

慢
性

期
5
9
2

4
3
5

4
3
5

▲
 
1
5
7

5
5
1

1
1
6

（
令

和
３

年
度

病
床

機
能

報
告

及
び

県
医

療
政

策
課

調
べ

）
計

2
,
7
1
5

2
,
6
3
2

2
,
6
2
6

▲
 
8
9

2
,
0
7
1

▲
 
5
5
5

病
床

機
能

報
告

必
要

病
床

数
（

推
計

値
）

病
床

機
能

報
告

必
要

病
床

数
（

推
計

値
）

病
床

機
能

報
告

必
要

病
床

数
（

推
計

値
）

病
床

機
能

報
告

必
要

病
床

数
（

推
計

値
）

病
床

機
能

毎
の

病
床

数
の

推
移

に
つ

い
て

病
床

機
能

報
告

必
要

病
床

数
（

推
計

値
）

2,
43

5
2,
36

8
2,
34

1
2,
27

5

1,
66

5
2,
26

4
2,
35

1
2,
93

8

6,
15

8
5,
32

9
5,
43

1
3,
12

1

1,
15

3
84

4
62

5

93
3

11
,7
16

11
,2
54

11
,1
62

9,
26

7

0

2,
00

0

4,
00

0

6,
00

0

8,
00

0

10
,0
00

12
,0
00

14
,0
00

H2
7

R2
R3

R7

高
度

急
性

期

急
性

期

回
復

期

慢
性

期

計

1,
18

5
1,
30

6
1,
30

6
1,
23

2

72
3

90
1

90
8

1,
43

1

3,
14

3
2,
63

2
2,
85

4
1,
68

7

73
4

63
6

41
7

52
3

5,
93

1
5,
72

0
5,
65

0
4,
87

3

0

1,
00

0

2,
00

0

3,
00

0

4,
00

0

5,
00

0

6,
00

0

7,
00

0

H
27

R2
R3

R7

14
7

12
7

10
8

85

84
21

8
21

8
23

6

60
2

42
0

42
0

21
0

5
5

5

43

89
1

87
5

85
6

57
4

0

20
0

40
0

60
0

80
0

1,
00
0

H
27

R2
R3

R7

51
1

50
0

49
2

40
7

51
0

61
6

65
8

57
3

1,
11

3
85

5
82

4
61

0

30
30

30

15
9

2,
17

9
2,
02

7
2,
03

0
1,
74

9

0

50
0

1,
00
0

1,
50
0

2,
00
0

2,
50
0

H
27

R2
R3

R7

59
2

43
5

43
5

55
1

34
8

52
9

56
7

69
8

1,
30

0
1,
42

2
1,
33

3
61

4

38
4

17
3

17
3

20
8

2,
71

5
2,
63

2
2,
62

6

2,
07

1

0

50
0

1,
00

0

1,
50

0

2,
00

0

2,
50

0

3,
00

0

H
27

R2
R3

R7

資
料
４

-７



西
村

山
地
域

医
療

提
供

体
制

の
検
討

状
況
に
つ
い
て

西
村
山

地
域
医
療
提
供
体
制
Ｗ
Ｇ
に

つ
い
て

目
的
：
県
立
河
北
病
院
及
び
寒
河
江
市
立
病
院
の
統

合
を
軸

と
し
た
西
村
山
地
域
の
医
療
提
供
体
制
に
関
す

る
具
体

的
な
検
討
を
行
う
。

構
成

員
：
１
市
４
町
の
所
管
課
長
、
公
立
病
院
関
係
者
、

山
形
県

（
健
康
福
祉
部
、
病
院
事
業
局
、
村
山
保
健

所
）

協
議
事

項
：

①
西
村

山
地
域
に

お
け
る
医
療
提
供
体
制

に
係
る
現
状

と
課
題

②
西
村

山
地
域
に

お
い
て
必
要
と
な
る
医

療
機
能

③
新
病

院
の
設
置

に
向
け
た
課
題
と
具
体

的
な
進
め
方

④
新
病

院
と
西
川

町
立
病
院
及
び
朝
日
町

立
病
院
の
連

携
の
あ

り
方

令
和
４
年
８
月

第
１
回
検
討
会
（
首
長

出
席
）

①
県
立
河
北
病
院
と
寒
河
江
市
立
病
院
を

統
合
す
る
案
、

②
県
立
河
北
病
院
を
無
床
化
し
寒
河
江
市

立
病
院
に
機

能
を
集
約
す
る
案
、
③
現
状
の
体
制
を
維

持
す
る
案
の

３
案
を
提
示

令
和
４
年
1
1月

第
２
回
検
討
会
（
首
長

出
席
）

県
立
河
北
病
院
と
寒
河
江
市
立
病
院
の
統

合
案
を
提
示

令
和
５
年
２
月

第
３
回
検
討
会
（
首
長

出
席
）

県
立
河
北
病
院
と
寒
河
江
市
立
病
院
の
統

合
を
軸
に
検

討
を
進
め
る
県
の
方
針
を
提
示

４
月

第
１
回
Ｗ
Ｇ

具
体
的
な
検
討
に
着
手

資
料
４
-
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第８次保健医療計画の策定について 

 

１ 保健医療計画の位置づけ  

○ 本県の医療提供体制の確保（良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保）

に関する基本計画として、医療法の規定に基づき策定するもの。 

２ 次期計画の目標年度  

 ○ 令和１１年度 

３ 計画見直しの必要性  

 ○ 医療計画は、医療法第30条の６の規定により、６年ごとに見直すこととなっている。 

４ 計画見直しのポイント  

(1)６事業目の追加 

  「新興感染症発生・まん延時における医療」を６事業目として記載。 

  予防計画との整合性を図りながら内容を検討していく。 

 

(2)介護保険事業（支援）計画等の他の計画との整合性の確保 

  病床の機能分化・連携に伴い生じる、在宅医療・介護の充実等の地域包括ケアシス

テムの構築が一体的に行われるよう、県介護保険事業支援計画及び市町村介護保険

事業計画において掲げる介護の整備目標と、医療計画において掲げる在宅医療の提

供体制が整合的なものとなるよう、地域保健医療協議会（在宅医療専門部会）にお

いて必要な事項についての協議を行う。 

  その他の関連計画についても、整合性の確保を図る。 

(3)ロジックモデルの導入検討 

５疾病（がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病、精神疾患）、 

６事業（救急、災害時、へき地、周産期、小児、新興感染症発生・まん延時） 

及び在宅医療の目標値について、ロジックモデルの導入を検討 

（参考：資料５－２ ） 

 

(4)計画の一体的策定 資料５－５ 

   政策的に関連が深い医療計画以外の計画について、医療計画に定める内容と重複す

る場合には、医療計画と一体のものとして策定することが可能となった。    

【一体的策定の例】 

・医療計画中の記載を「●●計画の（どこ）に記載」などして簡略化 

・計画自体を医療計画の一部と整理 

   ⇒「医療費適正化計画」について、保健医療計画と一体化を行いたい 

資料５－１ 



 

５ 次期計画の策定組織 

 ○ 山形県保健医療推進協議会において計画の見直しに関することを検討協議し、計画

案の作成に当たっては、特定事項について調査検討するため、山形県保健医療推進

協議会に部会を設置する。 

 ○ 在宅医療と介護との連携、二次保健医療圏ごとの「地域編」については、地域保健

医療協議会において検討協議する。 

 

６ 検討体制 

 

  

                        ・在宅医療、地域の特徴的な疾病対策等について検討 

 

                ・５疾病６事業や基準病床数などについて検討 

 

                ・医療費適正化計画について検討 

 

                         

・アルコール健康障害対策推進基本計画について検討 

 

 

７ 医療専門部会 

 ○ 以下の団体に委員の推薦を依頼 

団体 備考 

山形県病院協議会  

山形県医師会  

山形大学医学部  

山形県歯科医師会  

日本精神科病院協会山形県支部  

全国自治体病院協議会  

山形県薬剤師会 今回から参画いただき、検討体制の充実

強化を図る。 山形県看護協会 

 

 

医療専門部会 

医療費適正化部会 

保健医療推進協議会 地域保健医療協議会 

アルコール健康障害対策推進部会 

幹事会（庁内会議） 
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資料５－２
～大阪府でのロジックモデル活用例～
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県 協議会 部会

3

4

5

6
第１回開催
◆計画策定の進め方

7
第１回開催
◆計画の基本理念・方向

8 骨子案とりまとめ 骨子案について意見照会
第２回開催
◆計画の骨子案について

9

10

11
第３回開催
◆計画案について

12
第２回開催
◆計画案について

1 パブリックコメント

2

3

※前回計画策定時のスケジュールを参考に作成した現時点での素案であり、検討の進捗
等により前後する場合があります。

計画案とりまとめ

第８次保健医療計画の策定に向けたスケジュール（目途）

作成指針提示（厚生労働省）

策定

骨子案作成
（各担当課）

計画案作成
（各担当課）

資料５－４
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「第４期山形県医療費適正化計画」及び「第２期山形県アルコール 
健康障害対策推進計画」の策定について 

 
１ 医療費適正化計画について 

（１）計画の位置づけ 

高齢者医療の確保に関する法律に基づく「都道府県医療費適正化計画」 
 

（２）計画の目標年度 

現行計画 ⇒ 令和５年度（策定は平成 30 年３月）  次期計画 ⇒ 令和 11 年度 
 

（３）次期計画の策定について 

○ ５月頃の法改正に伴い、６～８月頃厚生労働省より次期計画策定に向けた基本方

針が示される見込みであり、当方針に沿って必要な見直しを行う。 

○ 本計画は医療計画と政策的に関連が深い計画の一つに掲げられており、重複する

内容があることから、次期山形県保健医療計画の中で「医療費適正化」に関する記

載を行い、一体的に策定する。 

○ 一方で、検討に当たっては、第１～３期計画策定時と同様、保健医療推進協議会

の部会として「医療費適正化部会」を設置し集中的な議論を行う。 

※部会の委員については、以下の団体に推薦を依頼する。 

山形大学医学部、山形大学人文学部、山形県医師会、山形県薬剤師会、山形県看護協会、 

山形県保険者協議会 

 

２ アルコール健康障害対策推進計画について 

（１）計画の位置づけ 

   アルコール健康障害対策基本法第 14 条に規定する「都道府県アルコール健康障害対

策推進計画」 
 
（２）計画の目標年度 

    現行計画 ⇒ 令和５年度（策定は平成 31 年３月）  次期計画 ⇒ 令和 10 年度 
 

（３）次期計画の策定について 

  ○ 令和３年３月に厚生労働省で策定した「第２期アルコール健康障害対策推進基本

計画（※）」を基本としつつ、本県におけるアルコール健康障害対策の効果の評価を

踏まえ、必要な見直しを行う。 

   ※「第２期アルコール健康障害対策推進基本計画」の概要は、資料 P.73 のとおり。 

○ 検討に当たっては、保健医療推進協議会の部会として「アルコール健康障害対策

推進部会」を設置し協議を行う。 

※部会の委員については、以下の団体に推薦を依頼する。 

 山形大学医学部、日本精神科病院協会山形県支部、山形県医師会、山形県断酒連合会、山形

紅花断酒会家族会、山形県依存症関連問題研究会、山形県社会福祉協議会、山形県酒販協同

組合連合会、山形県社交飲食業生活衛生同業者組合、市町村担当課、山形県保健所長会、山

形県精神保健福祉センター 

資料５－５ 



医療費適正化計画 アルコール健康障害対策推進計画

県保健医療推進協議会（２回開催） 医療費適正化部会（２回開催）
アルコール健康障害対策推進部会

（２回開催）

素案作成

計画案作成

計画案作成

11月

12月

第４期医療費適正化計画・第２期アルコール健康障害対策推進計画　　策定スケジュール

7月

8月

9月

10月

4月

5月

6月

R５年度

開催時期

1月

2月

3月

【第１回開催】

◆計画の基本理念・方向について

◆計画等の進捗管理

【第２回開催】

◆計画案について

【第１回開催】

◆計画の素案について

【第２回開催】

◆計画案について

【第１回開催】

◆計画の骨子案について

【第２回開催】

◆計画案について

資料５－

６～８月

基本的な方針の提示（厚労省）

骨子案作成

資料５－６
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